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はじめに

　地方分権一括法の施行（２０００年４月 ，「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」 ，

４７５の法律の改定からなる）は，わが国の分権化を前進させる大きな一歩となった。いくつかの問

題点を内包しながらも ，機関委任事務の廃止とその大半の自治事務化により ，中央 ・地方両政府

間の事務再配分が概ねなされたと評価できるからである 。自治体は自治事務に関しては今後，自

ら全責任を負わねばならないし，受託事務に関しては国の費用負担を明確にする拠りどころを与
　　　　１）
えられた 。

　しかしながら ，団体自治の「車の両輸」というべき税源再配分，内容的には国から地方への税

源移譲については，その必要が強調されながら中央政府レベルで公式の具体案さえ提示されるに

いたっていない。税源移譲による「歳入の自治」，ないし自治体の税財源システムの確立なくし

て， 真の意味で分権や地方自治の確立はおぼつかない。機関委任事務の廃止にしても価値が半減

し， 場合によっては集権を強める要因に転化する危険性すらある 。研究者や関係団体，最近では

有力な自治体から税源移譲や地方税拡充の構想が提起され，その妥当性や現実性をめくって活発

な議論が展開されてきたのは，このために他ならない 。

　本稿の主題は，２０世紀末になぜ日本を含んで国際的に地方分権が重要課題となるかを総括した

うえで，分権的自治体財源システムの確立とそのために核心的意義をもつ地方税制改革の政策課

題を考察することにある 。この課題の困難はたしかに，中央官僚制の抵抗や政治的未成熟による

ところが少なくない。とはいえ，これらの要因は社会経済的基礎を持つときには強固であるが ，

そうでない場合には脆弱であることも事実である 。すなわち，グローバリゼーションと国民国家

の変容のただ中にあるわが国において，地方分権は不可避，ないし必然的であり ，税源移譲や地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５９６）
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方税改革は政治的主体の成長によって遠からず実現すると考えられる 。これを論証するのが本稿

の第１の課題である 。

　第２の課題は，分権的自治体財源システムのコンセプトを示し，都道府県税改革の２つの基本

問題，所得税の地方移譲と法人事業税への外形標準問題を論ずることである 。２層制の地方政府

である都道府県（以下，府県と略す）と市町村のいずれにおいても ，その税財源システムの確立は

焦眉の課題であるが，さしあたって府県税に焦点を当てるのは次の事情による 。府県は中間自治

体， 市町村は基礎自治体という違いがある上，それぞれの自治体数，多様性がきわめて異なるた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
め， 両者は同一レベルで論じられないことである 。

１　地方分権の新しい意義

　１－１　クローハリセーションと国民国家の変容

　前世紀最後のテイケートから２１世紀初頭の今日 ，多くの途上国を含めて国際的に地方分権が焦

点となるのは，そこに各国共通の要因があることを示唆している 。他方で地方政府のありようは ，

その国の歴史的政治的伝統や経済的発展段階に規定され，国民的特徴を刻印されている 。また西

ヨーロッパ諸国のような先進工業諸国の分権問題と開発独裁から脱却しつつある中進国，途上国

のそれとの間には重要な性格の違いがある 。したがって日本における分権問題についても ，その

必然性は国際的共通性とわが国固有の特徴を総括したうえで理解されねばならない 。

　わが国や西ヨーロッパ諸国といった先進諸国において新しい意味で分権化が日程に上るのは

１９８０年代以降，クローハリセーションが進展し，それにともなって国民国家が変容しつつあるこ

とを直接間接の契機とする 。グロー バリゼーションは９０年代とともに急展開するＩＴ（情報通信）

革命によってスピードを速め，さらに旧社会主義諸国を含む世界全体に深く浸透してきた。それ

は金融をはじめとして経済活動のボーダーレス化として現象し，市場原理主義（自由市場主義）

のクローハルな，つまり地球規模への普及，徹底であると簡単に定義できるが，同時に世界経済

の不安定化と様々な弊害，頻発した通貨 ・経済危機や経済格差の拡大なとの根底的要因となって

いる 。この過程の起動力となっているのはアメリカやＥＵ諸国，日本に始源をもつ多国籍企業

や国債短期資本の活動に他ならない。そしてこの過程を推進してきたグロー バリズムはアメリカ

政府とそこに拠点をもつ多国籍企業によっ て主導され，グローバリゼーションは勢いアメリカに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
最も有利なアングロ ・アメリカ型の特質を刻印されざるを得ないのである 。

　世界市場の形成，貿易の拡大，商品輸出とは区別される資本輸出の拡大，植民地帝国の形成な

とに見るように ，国際化（Ｉｎｔ・ｍ・ｔ１ｏｎ・１１・・ｔ１・ｎ）は資本王義の発生史以来，その経済的本性である 。

２０世紀後半についてみても ，国際経済システムは国民国家の枠組みの下で国民経済を画然とした

単位とし，したがって資本の国際間移動に一定の規制を行いながら ，ＩＭＦ ・ＧＡＴＴ体制によっ

て為替を安定させ，貿易 ・資本取引の自由化を推し進めるという特徴を持っていた。ここでは国

民国家の代表機関たる政府の権限は強大であり ，また政府と主要産業 ・主力企業との結びつきは

強いのが一般的である 。このため政府の産業政策は国民経済の成長にとって重要な役割を果たす

とともに，産業の盛衰と国民生活の水準は密接な関連を持っていたといえる 。驚異的な高度経済

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５９７）
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成長を遂げ，経済大国化を実現した日本がその典型例の１つであったことにほぼ異論はない
。

　ところが，グローバリゼーションと呼ばれる最近の国際化は国民国家の枠組みを解消しないま

でも ，その意義を著しく弱めるという特質をもつ。多国籍企業の発展や固定相場制に代表された

ブレトンウッズ体制の崩壊はその条件となったが，資本の国際問移動が，それに対する規制の緩

和ないし廃止によって事実上自由化されたこと ，ＩＴ革命の進展による国際間の情報通信，交通

の制約の減少によって加速，促進された。この流れの中で国によっ て表れ方，程度に差異こそあ

れ， これまで圧倒的ウエイトないし決定的意味を有していた中央政府の権限，役割が上下両方向

に融解し，縮小を余儀なくされている 。上方にとは，経済政策や対外政策の決定において超国民

国家的組織，国際機関，国際会議の影響力が飛躍的に高まり ，各国政府の裁量，選択，そして独

自活動の余地が限定されるようになっていることをさす。下方にとは，中央政府の権能の重要な

一部が地方政府に移譲されるとともに，地方政府に新しい役割が要請されることをさす。その主

な理由はグローバリゼーションの影響や少子高齢化という社会経済の構造変化によって，全国的

に画一的な政策の有効性が失われ，地域住民や地域特性にマッチした政策の遂行は地方政府によ

らざるを得なくなったためである 。

　この不可避性は次のように説明されよう 。先述のクローハリゼーションやクローハリスムは各

国政府に対して，多国籍企業，最近では超国家的企業（ｔ。。ｎ．ｎ．ｔ１．ｎ．１．ｎｔ。。ｐ．１。。）と呼ぶべきもの

が増大しているが，加えて国際短期資本が地球という舞台で活動する上での障害を取り除くこと
，

また自由な競争を阻害しないように国際市場での共通のルールづくりや政策協調を要求する 。こ

のことはとりもなおさず，従来各国政府の固有の権限であった政策決定権の重要な一部がサミッ

ト， 蔵相 ・中央銀行総裁会議などの国際会議やＩＭＦ，世界銀行，ＷＴＯなとの機関，リージョ

ナルな機構 ・組織に移行し，各国中央政府の権能が低下することを意味する 。とはいえ，国際的

な会議や機関の多くでは唯一の超大国であり基軸通貨国であるアメリカがグローバルスタンダー

ドを掲げつつ，支配的影響力を行使し，この国を母国とする多国籍企業や国債短期資本の利害を

代表していることに注意が払われねばならない。わが国政府や主力企業はこれに一貫して追随し

てきたが，深刻な経済問題はこれを最大の要因の１つとし，また困難を倍加させてきたのが実情
　　４）
である 。

　ヨーロッパ諸国はわが国ときわめて対照的であり ，ヨーロッパ連合（ＥＵ）を基盤にアングロ

アメリカ型のグローハルな市場原理主義に対抗し，独自の原理でクローハリゼーションを追求し

ている 。リージ ョナルな機構として顕著な発展を遂げているＥＵはヨーロッパ議会や代表機関

（ＥＵ委員会），共通産業政策から共通通貨ユー口さえもち，すでに一種の連合国家の内実を備え

ている 。ここでは各国政府の独自権限は相対的に小さくなっているが，負の影響より積極的な意

義がはるかに大きいといえる 。ＮＡＦＴＡ（北米自由貿易協定）やＡＰＥＣ（アジア太平洋経済協力会議）

はまだ組織や機能の面でＥＵとの隔たりが大きく ，問題点も多い。それらを構成する諸国の歴

史的経済的条件の違いは無視できないが，それでもＥＵの現実は近未来のリージ ョナルな機構

のモデルを提示しているであろう 。

１－２　要請される地方政府の自立性

地方政府の新しい役割と自立性は，２つの側面から要請される 。第１に経済社会の構造変化や

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５９８）
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成熟社会化を背景に，国民国家の内部で中央 ・地方両政府間の事務 ・税源配分が実情にあわなく

なり ，中央政府から地方政府への権限移譲，すなわち分権化が不可避となる 。神野 ・金子両教授

によると ，この点は次のように説明される 。これまで典型的には福祉国家における政府の役割の

重点は，ナシ ョナルミニマムの確保，つまり中央政府主導の現金給付を通じた所得再分配と画一

的なインフラストラクチュアの整備に置かれてきた。しかしそれは，一方で資本移動の規制が除

去されるにしたがい，キャピタルフライト（資本逃避）を防ぐため強度の累進課税や高い法人税

率が不可能になり ，財源的にできなくなる 。また少子高齢杜会は人々の価値観が多様な成熟杜会

であり ，住民の様々な選好に応じた社会サービス ，現物給付提供の必要性を高める 。このような

行財政需要への対応やきめ細かい施策は中央政府では困難であるのに対して，地域住民に身近で
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
地域の情報を得やすい地方政府によっ てのみが可能となるとしたのである 。

　両教授の指摘は分権の方向性について本質的な論点の１つを解明したといえるが，これだけで

は決して十分ではない。というのは，後に展開するように，これまで国民国家の政策として重要

性を有してきた産業政策のゆくえ，これからのナショ ナルミニマムや地域 ・自治体経営のあり方 ，

官僚主義と結びついた財政の非効率，浪費への対処についての言及，分析を欠いているからであ

る。

　第２に，市場原理主義の徹底やそのグローバル化がもたらす破壊的作用に対して，国際的，一
国， 地域というレベルで民主王義再構築の要請が高まるが，分権は地域民王主義の可能性を広げ

るだけでなく ，一国レベルでの再建，国際レベルでの創造にとって基礎的意義をもつことである 。

市場原理主義の暴走は国内的にも ，地球規模でも少数の勝者と圧倒的多数の敗者を作り出すとと

もに，民主王義とその手続きである選挙や市民参加をｒ敗者」である一般大衆に取り入るものと

して拒否し，弱体化させる傾向をもつ。これに抗して市場システムの健全化を図り ，集権国家の

官僚王義や非効率を打破する方法は民王主義以外にはあり得ない。そして分権や地方自治の実質

化， 地方政府が求められる機能を発揮することなくして一国，国際レベルの民王主義は脆弱なも

のにならざるを得ないのである 。

　地方政府に要請される新しい役割は，政策課題としては次の４点に整理できる 。第１に中央政

府が直接責任を持つ産業政策の余地が次第に狭まり ，府県，大都市をはじめ地方政府の産業政策

が重要性と有効性を高めることである 。第２に神野 ・金子教授らが述べるように福祉的行財政需

要が福祉国家による所得再分配，すなわち中央政府（一般会計，社会保険）の行う貨幣給付に偏 っ

たものから ，それを則提としつつ多様な社会サーヒス＝現物給付のウェイトを増大させることで

ある 。第３に地方政府，白治体の経営がナシ ョナルミニマム重視，画一的なインフラ整備への傾

斜から環境，地域資源の保全，活用，個性的な教育文化の創造に象徴されるような地域適合性 ，

独自性追求型へと変化することである 。第４に財政効率化の手段としての分権化である 。中央地

方両政府を含めて大きな政府に伴う財政の非効率，官僚主義の弊害に対して，これまでも効率化

が追求されなかったわけではないが，集権システムの下ではきわめて限られていたからである 。

特にこれは政府との関係が希薄化しつつあり ，自身の負担軽減を図ろうとする多国籍企業やそれ

を代表する経済団体，累進課税を忌避しようとする高所得層から強く主張される 。

　以上のそれぞれについて敷術的に若干の説明を加えておこう 。第１の産業政策に関して，クロ

ーバリゼーションはボーダレス ・エコノミーを目指す，つまり国境の障壁をなくそうということ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５９９）
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であるから ，局度に発達した資本主義諸国に対して自国の産業を有利にし，保護しようとする国

民国家単位の産業政策が否定されるのは理の当然である 。以前の産業政策は基幹産業である重厚

長大型工業の育成と国際競争力の強化に重点を置いてきたが，成長し世界を舞台に活動する今日

の多国籍企業，超国家的企業がすでに母国政府の政策的助成をほとんど必要としなくなっている

ことも事実である 。だが，このことはすべての産業政策が不要になったということではなく ，中

央政府に代わって地方政府のそれが前面に登場することを意味する 。これはＥＵを構成する諸

国で典型的に見られるように，ポータレス化によって一国の内外を問わず，都市間，地域問の競

争が激化し，地域社会を維持し，発展させようとすれば地域と関連の深い産業と地方政府の結び

つきは強くなるからである 。ＯＥＣＤ諸国の中でわが国やいくつかの国で中央政府の産業政策が

一定の役割を果たしているが，かつてと比較すればその意義は著しく低下しているし，その中心
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）は中問政府や大都市といった地方政府に移行する傾向にある

。

　ただここで付言しておくと ，狭義あるいは直接的産業政策についてはそうであるが，自国企業

を国内にとどめ，外資企業を引きつけるための次のような中央政府の役割は継続する 。中央政府

担当のハード，ソフトのインフラストラクチャーの整備，労働力の質を維持し，向上させるため
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）の教育政策，科学技術政策などであり ，それらの意義はむしろ高まると考えられる 。

　第２点について，２０世紀後半の福祉国家の中心任務が所得再分配をその１つとし，失業，医療 ，

年金の各給付，公的扶助，児童手当，障害者手当などの貨幣給付に軸足をおいて行われたこと
，

しかもそれは先進工業諸国で共通に実現した高度経済成長によっ て可能になった。さらにヨーロ

ッパの福祉国家では職業訓練，老人福祉，障害者福祉，婦人児童福祉，社会教育などの諸施設が

整備され，さまざまな社会サービス ，現物給付が主として政府雇用の職員によって，またそれを

補完する民間施設の場合には財政負担を通じて提供されていたことも事実である 。この点は施設 ，

制度の整備や社会サービスの提供がかなり遅れて始まり ，低い水準で推移してきたわが国の事情

とは相当異なっ ている 。

　わが国で福祉政策が漸く本格化するのは７０年代後半からであったが，８０年代に入ると早くも人

口局齢化の急進展や財政の制約のために，社会支出の抑制合理化が追求された。この時期の福祉

政策の中心はいうまでもなく貨幣給付であり ，抑制の主な対象となったのも医療費や年金の給付
，

児童手当などであった。そして社会サービス ，現物給付を行う老人ホームや保育所などの施設は

とりわけ都市においてひどく不足し，ホームヘルプなどのサービスは低い水準にとどまっていた

のである 。

　第３の自治体経営のあり方に関しては，８０年代のハフル経済期までの基調は中央政府の定める

基準に沿ったハードのインフラ整備に重点をおいてきたといえる 。８０年代の進行とともに自治体

によっては公共施設の建設に，特産の森林資源や周辺環境を生かす手法が取り入れられるように

なるが，全体として個性的な地域づくり ，まちづくりの枠組みが創造されたとは言い難い。自治

体の側に自主性，自発性が乏しかったことも一因であったが，より根本的要因は自治行政の権限

が弱く ，財源的に補助金や交付税に過度に依存してきた行財政システムにあった。したがって財

政支出の構造は人口規模があまり変わらない自治体であれば，地域の実情や課題が異なるにもか

かわらず，大同小異の状態であったのである 。すでにハードの面で，ナショ ナルミニマムがほぼ

達成されたと見られる今日では，自治体経営の重点は人々の多元的な価値観に対応して多様なラ
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イフスタイルを可能にする地域づくりとその条件整備に移行しなければならない。その試みは９０

年代以降，行財政の制約に苦しみながらも都市農村を問わず全国の少なくない地域，自治体にお

いて行われている 。地方分権一括法の成立施行によっ て国 ・地方の事務配分，仕事の分権が概ね

実行された現在，自治体経営の自主性，多様な展開を真に保障するためには，歳入の自治の確保 ，

つまり基幹税の地方移譲が喫緊の課題となる 。弗１～３点は分権化を不可避としている実質，内

容を示しているのに対し，第４点は財政効率化の手段としての分権化である 。対ＧＤＰ比で見た

政府の規模は西ヨーロッパ諸国と日本，アメリカとの間にはかなりの幅があったことは事実だが ，

第２次大戦前と比べれはいずれも大きな政府であり ，財政支出，租税負担は高水準に達している 。

問題はこれに財政の非効率と官僚主義が伴 ったことである 。経済の高度成長の終焉後各国で効率

化， 合理化が追求されたもののその効果は隈られ，所期の目標が達成されなかったのである 。

　わが国でも ，８０年代にｒ臨調行革路線」の下に中央地方一体で行財政の効率化が追求され，一

定の抑制効果があったし，９１年には中央政府の一般会計はバブル経済期の税収増によって赤字公

債（特例公債）への依存から脱却した。しかしこれによっ て財政需要の膨張圧力が解消したわけ

ではなく ，消失したわけでもない。加えてバブル経済の崩壊後，平成不況と呼ばれる長期停滞が

続き ，これに対して財政，金融両面から大規模かつ継続的な景気政策が行われてきた。財政面で

は大量発行の公債，地方債を財源として公共事業中心の政策が展開されたが，それは中長期的に

必要な社会資本整備というよりも ，従来型のそれであったので，浪費的かつ非効率な財政構造は

著しく増幅された。景気が回復の兆しをみせた９５年以降財政再建が課題となり ，９７年には財政構

造改革法が成立（９７年１１月）した。ところが９７年４月からの消費税率の引き上げ（３％　　＞５％）

を契機に，金融システムの不安などが重なっ て景気が再び下降局面に入り ，９９年から同法は凍結

されるにいたる 。

　このようなプロセスを通じて，９０年代は財政の浪費や非効率がかつてないほど拡大するととも

に， 財政赤字の巨額の累積によって財政危機は深刻化し，放置できないことが白日の下にさらさ

れた 。国 ・地方を含めた財政構造改革が財政再建の主要な手段としてその断行が求められるが ，

それは抜本的な分権を柱としなけれはならないとの認識が広がる 。なぜなら ，財政効率化は集権

的行財政システム下では官僚制の抵抗や政 ・官 ・業の癒着構造のゆえに事実上不可能であり ，公

共サービスと財政負担を連動しやすい地方政府においてはじめてできると考えられたからである 。

　手段としての分権化の位置づけは，２つの分権論というべき「協力 ・連帯学派」（以下，連帯学

派と略す）と「効率重視学派」（以下，効率学派と略す）の分水嶺をなす。後者にそのような学派名

が冠せられるのは，もっ ぱらこれを分権化の根拠として重視するからに他ならない。ここでは住

民の選好の結果として福祉などの施策が抑制縮小され，中長期的な地域づくりのための社会資本

整備ができなくなったとしても ，分権の目的は達成されるのである 。これに対して，筆者自身の

属する連帯学派は，地方自治の充実，つまり地方政府や住民の自治能力を高め，第１～３点で示

した政策内容を実現することに第一義的な目的があるとし，効率化はこのために求められると位
　　　　８）
置づける 。

　たしかに今日のわが国では，中央地方両政府の財政とも浪費，非効率，官僚主義の弊害がひど

いのは疑う余地のない現実である 。また地域住民と地方政府の自己責任，自己決定を原理とする

地方分権の方が集権システムより財政効率化の余地，可能性がはるかに大きい。にもかかわらず ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６０１）



　５４　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４９巻 ・第５号）

分権化した地方政府が政策の実施を優先した場合，効率化や受益と負担の連動を持続的に行うこ

とは必ずしも容易でないし，不十分，ないしおろそかになる危険が存在し続ける 。しかしグロー

ハリゼーションと国民国家の変容の現局面で，地方政府や地域住民が真の分権を我がものにしよ

うとすれば，避けて通れない課題である 。

　問題はそれをどのような方法，手法で行うかということである 。公共サービスの供給が直接自

治体，または自治体職員によって，かつ公費負担でなされる場合，非効率や官僚主義の弊害が不

可避であることはわが国やヨーロッパの経験から明らかになっている 。これを回避しつつ，杜会

的に必要とされるサービスを質量ともに確保するためには，公共セクター 私的セクターと区別

される「杜会的セクター」の活用，拡大によるほかないであろう 。社会的セクターには協同組合
，

福祉法人，教育法人，非営利組織（ＮＰＯ）非政府組織（ＮＧＯ），自治体が所有，出資している施
設， 事業団を含む。これらのサービス提供主体は，自治体が所有，出資している場合でさえ，経

営責任に裏付けられた自立性を保障されるほか，サービスの性質に応じて，料金水準や公費負担

の程度が定められるのである 。ＥＵ加盟諸国で社会的セクターの多様な形態が広い範囲で急速に

普及してきたのは，その有効性が高く評価されているためである 。

２　自治体財源システムのコンセプト

　２－１　都市 ・農村と自治体財源システム

　グローハリゼーションの進展と国民国家の変容は分権化と地方政府は機能拡大を不可避とし
，

そのためには広範な行政事務とその権限，そして税源の国から地方への傾斜配分が必要となる 。

わが国では前者が概ね達成されたのに対し，財源面では集権的システムの骨格が存続したままで

ある 。国から地方への移転財源（地方から見ると依存財源）である国庫支出金と地方交付税は自治

体の収入において重要な地位にあり ，集権性の２大支柱となってきた。それらは最近についてみ

ても府県財政において国庫支出金が全収入の１８％台（９８年１０ ．１１兆円 ，１８ ．３％），地方交付税１６％台

（同９ ．２７兆円 ，１６ ．７％） ，両者の計３４～３５％（同１９ ．３８兆円 ，３５ ．０％）を占める 。市町村財政では，国

庫支出金９～１０％（同５ ．５４兆円 ，１０ ．３％） ，地方交付税１５～１６％（同８ ．７７兆円 ，１６ ．２％，地方譲与税

を加えると２０ ．８％），両者の計２４～２５％（同１４ ．３２兆円 ，２６ ．２％）であった。これに反して地方税のウ

エイトは府県で３０～３２％（９８年１７ ．２３兆円 ，３１ ．１％） ，市町村で３４～３６％（同１８ ．６８兆円 ，３４ ．５％）にす

ぎない。府県では２つの移転財源が府県税収入を３～４％も上回 っているのである（表１参照）。

　集権的財源システムを解体するためには，２つの移転財源の廃止，ないし大幅な縮小再編を断

行し，それに見合う国から地方への税源移譲を行わなくてはならない。しかしながら ，注意する

必要があるのはこれによって構築される分権的財源システムの態様が都市的地域と農山漁村的地

域（以下，農村的地域，または農村と略す）の自治体ではきわめて異なることである 。都市 ・農村間

の経済発展が不均等であり ，経済力の格差を背景に，歴然とした自治体の財政力格差を考慮しな

ければならないからである（表２ ，３参照）。

　都市では資本主義の発展につれて商工業や資本，雇用，労働力が集中集積し，それに伴って人

口の増加，行政機関や，各種杜会資本，文化教育施設の集中がみられ，経済力，所得は増勢をた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６０２）



［表１１

地方分権と地方税拡充論（内山）

市町村税の地位（歳入に占める割合，１９９７年）

市町村税 地方交付税 国庫支出金 財政力指数

＊大都市（１２） ５１ ．２％ ６． ３％ １１ ．９％ Ｏ． ８５（１ ．Ｏ以上２）

＊中核市（１７） ５８ ．Ｏ％ ８． １％ １１ ．２％ ０． ８５（１ ．０以上２）

＊中都市（１９１） ６０ ．３％ ６． ７％ ９． ３％ Ｏ． ９０（１ ．Ｏ以上５１）

＊小都市（４５０） ３６ ．２％ １９ ．６％ ９． １％ Ｏ． ６３（１ ．Ｏ以上３３）

＊町村（２ ，５６２） ２１ ．４％ ３４ ．２％ ６． ５％ Ｏ． ３４（１ ．Ｏ以上５２）

市町村平均（３ ，２３２） ３７ ．３％ １６ ．９％ ９． １％

５５

出所 ：自治省『地方財政白書』平成１１年版より作成 。

［表２１ 財政力指数段階別の市町村数の状況（平成９年度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位 ：団体，％）

財政力指数 市町村 人口２０万以上 人口２０万未満

団体数 構成比 団体数 構成比 団体数 構成比

Ｏ． １未満 ７９ ２． ５
一 一

７９ ２． ５

Ｏ． １～Ｏ ．２ ６８５ ２１ ．２

’ ■
６８５ ２１ ．９

Ｏ． ２～Ｏ ．３ ６５９ ２０ ．４

■ 一
６５９ ２１ ．！

０． ３～０ ．４ ４３１ １３ ．３

’ ’
４３１ １３ ．８

Ｏ． ４－Ｏ ．５ ３６４ ４４ ．３

１ 一
３６４ １１ ．６

Ｏ． ５～０ ．６ ２８８ ８． ９ ２ ２． Ｏ ２８６ ９． １

Ｏ． ６－Ｏ ．７ ２１１ ６． ５ １０ ９． ７ ２０１ ６． ４

Ｏ． ６－Ｏ ．８ １６９ ５． ２ １６ １５ ．５ １５３ ４． ９

Ｏ． ８～Ｏ ．９ １０６ ３． ３ １Ｏ ９． ７ ９６ ３． １

０． ９～１ ．Ｏ １００ ３． １ ３２ ３１ ．１ ６８ ２． ２

１． Ｏ以上 １４０ ４． ３ ３３ ３２ ．Ｏ １０７ ３． ４

計 ３， ２３２ １００ ．Ｏ １０３ １００ ．Ｏ ３， １２９ １ＯＯ ．Ｏ

（注）　１ ．特別区は含んでいない 。

　　　２ ．財政力指数の単純平均は，全市町村でＯ ．４２，人口２０万以上でＯ ．９３，人

　　　　口２０万未満で０ ．４１である
。

出所 ：自治総合センターｒ地方税制度に関する調査研究」１９９９年３月 ，による 。

［表３１ 歳入総額に占める地方税の割合の団体別の状況（平成８年度決算額）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位 ：団体，％）

割合（％） 都道府県 市町村

団体数 構成比 団体数 構成比

Ｏ～１Ｏ未満 ８６９ ２６ ．７

１０～２０未満 ２０ ４２ ．５ ９３３ ２８ ．７

２０～３０未満 １７ ３６ ．２ ５８０ １７ ．８

３０～４０未満 ６ １２ ．８ ３８５ １１ ．８

４０～５０未満 ２ ４． ３ ２５４ ７． ８

５０～６０未満 １ ２． １ １５５ ４． ８

６０～７０未満 １ ２． １ ７１ ２． ２

７０～８０未満 ８ Ｏ． ２

計 ４７ １００ ．Ｏ ３， ２５５ １００ ．Ｏ

（注）　１ ．市町村には特別区を含含む 。

　　　２ ．都道府県歳入総額に占める地方税の割合（全国計）は３！ ．Ｏ％で

　　　　ある 。

　　　３ ．市町村歳入総額に占める地方税の割合（全国計）は３４ ．７％である
。

出所　自治総合センター『地方税制度に関する調査研究』１９９８年３月 ，に

　　よる 。
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どる 。他方で多様な都市問題が発生し，財政需要の増加に直面するのではあるが，農村と比べれ

ば， はるかに大きな経済力を有する 。これに対して農林漁業を中心産業とする農村では，それら

の生産性上昇が相対的に低く ，一人あたり所得も小さいことから ，都市近郊を除いて人口規模も

縮小する地域が多い。こうして農村の経済力，したがって自治体の財政力は弱くならざるを得な

い。 ところが農業や自国内での食糧生産をある程度確保するためには，農村地域及び自治体を維

持し，そこにすむ人々に一定のナショ ナルミニマムを保障する必要に迫られる 。広義の地方財政

調整制度（特定，一般の各補助金）はそのための財源手段であり ，その制度化が２０世紀の進行とと

もに発達した資本主義諸国で共通に見られるのはこのためである 。

　２０世紀の１００年問において，地域経済発展の激しい不均衡は府県別で見た人口増加率の大小
，

人口分布の変化に歴然と表れている 。日本の人口規模はこの１００年間に４ ，４７１万人から１億２ ，６９２

万人へと２ ．８４倍となった。４７都道府県のうち２０００年の上位５都府県（東京，大阪，神奈川，愛知 ，

埼玉）の増加率は５ ．７～９ ．４倍であるのに対し，下位５県（福井，徳島，高知，島根，鳥取）のそれは

１． １～１ ．４倍にすぎない。上位５県の人口は１９００年には８４９ ．７万人，集中率１９ ．Ｏ％であったが ，

２０００年には４ ，３３３ ．３万人，３４ ．１％へと著しく高くなるのである 。これとは反対に下位５県の人口

は２３７ ．３万人，全人口比５ ．３％から３８４ ．１万人，３ ．０％へと低下するのである 。また１９００年に第１位

の東京都（１９４．８万人）と４７位鳥取県との規模の違いは４ ．７倍，２０位山口県（９６ ．５万人）とのそれは

２． ０倍であ ったが，２０００年には東京都１ ，２０６万人と最下位鳥取県（６１ ．３万人）との格差は１９ ．７倍
，

２０位栃木県（２０１万人）とのそれは６ ．０倍へと拡大するのである 。

　日本の地方交付税制度は狭義の地方財政調整制度（一般補助金）であり ，本来，財政力の貧困

団体の財源保障制度として構想された。しかしわが国の集権的システムの下では，税源が国に過

度集中し，多くの都市自治体までが交付税の交付団体になってきたのが現実である 。普通交付税

の不交付団体は８０年代から９２年にかけて都道府県で４団体（東兄都，大阪府，神奈川県，愛知県）で

あったが，９２年以降は１団体（東足都）にすぎない。市町村については８０年代後半から９１年まで

は１７０～１８０団体あ ったが，９２年以降は１４０～１５０団体程度（９４年１５６団体）となり ，９６年からは年々

滅少（９７年１２２，９８年１１９団体）している 。経済力の大きい１３の大都市（１２の政令指定都市と東尽都区

部）でさえ，８６年以降３～５団体（９８年，東尽都区部，千葉市，川崎市の３団体）にとどまる 。

　わが国の集権的システムを財源面から支えているのは都市自治体の多くが交付税の交付団体で

あることに加えて，国庫支出金（特定補助金）の自治体収入におけるウェイトがきわめて高いこ

とである 。それは９０年代後半でみても府県平均で１８％台（９８年決算，１８ ．２％，１０ ．１兆円，以下特にこ

とわらない限り決算数値を示す），市町村平均で９～１０％（９８年１０ ．２％ ，５ ．５兆円）を占める 。この反

面府県税は２９～３１％程度（９８年３１１％，１７２兆円），市町村税３４～３６％程度（９８年３４５％，１８６兆円）

の水準である 。さらに現在，自治体の財源が地方債に依存する度合いが著しく高くなっているが ，

地方債発行は自治省の許可制であり ，歳入の自治を制限する重要な手段の１つとして機能してき

た。

　このような集権的システムを抜本的に分権化する最大のポイントは過度の地方財政調整を大幅

に縮小すること ，具体的には交付税と国庫支出金を削減し，それに見合う地方への税源移譲を行

うことにある 。これと平行して地方債の発行を原則自由化することがもう１つの柱である 。その

意味するところは都市と農村では区別して理解されねばならない。都市自治体の多くはその財源

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６０４）
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［表４１都道府県別人口順位と増加指数

単位万人

順位　　　１９００年　　　　指数 ２０００年　　指数

１東京　１９４
．４ １００

東京１
，２０５ ．９ ６２１

２新潟　１７１
．Ｏ 大阪　８８０ ．５ ５６６

３兵庫　１６９
．８ 神奈川　８４９ ．０ ９４３

４愛知　１５９
．Ｏ 愛知　７０４ ．３ ４４３

５大阪　１５５
．５ 埼玉　６９３ ．８ ６０３

６広島　１４４
．２ 千葉　５９２ ．６ ４７３

７福岡　１４２
．９ 北海道　５６８ ．３ ６１９

８千葉　１２５
．３ 兵庫　５５５ ．１ ３２７

９長野　！２４
．２ 福岡　５０１ ．６ ３５１

１０静岡　１１８
．８ 静岡　３７６ ．７ ３１７

１１熊本　１１５ ．２ １００ 茨城　２９８
．５ ２６２

１２埼玉　１１５ ．１ 広島　２８７ ．９ ２００

１３茨城　１１４
．１ 京都　２６４ ．４ ２７１

１４岡山　１１０ ．９３ 新潟　２４７ ．６ １４５

！５鹿児島　１１０ ．８９ 宮域　２３６ ．５ ２７９

１６福島　１０９ ．４ 長野　２２１ ．４ １７８

１７愛媛　９８
．３ 福島　２１２ ．７ １９４

１８京都　９７
．７ 岐阜　２１０ ．８ ２２０

１９三重　９７
．２ 群馬　２０２ ．５ ２５２

２０山口　９６
．５ 栃木　２００ ．５ ２４５

２１岐阜　９５
．７ １００ 岡山　１９５ ．！ １７６

２２北海道　９１ ．８ 熊本　１８５
．９ １６１

２３神奈川　９０ ．０１ 三重　１８５ ．７ １９１

２４長崎　９０
．ＯＯ 鹿児島　１７６ ．８ １６１

２５宮城　８４
．９ 山口　１５２ ．８ １５８

２６山形　　８３
．Ｏ 長崎　１５１ ．７ １６９

２７大分　８２
．８ 愛媛　１４９ ．３ １５２

２８栃木　８２
．Ｏ 青森　１４７

．６ ２３８

２９群馬　８０
．３ 奈良　１４４

．３ ２７３

３０秋田　７８
．１ 岩手　１４１ ．６ １９７

３１富山　７５
．Ｏ １００ 滋賀　１３４ ．３ ２０１

３２石川　７２
．６ 沖縄　１３１ ．８ ２８０

３３岩手　７１
．７ 山形　１２４ ．４ １５０

３４島根　７０
．７ 大分　１２２

．１ １４７

３５香川　６８
．Ｏ 秋田　１１８ ．９ １５２

３６徳島　６７
．Ｏ

石川　１１８
．１ １６３

３７和歌山　６６ ．８ 宮崎　１１７ ．Ｏ ２５３

３８滋賀　６６
．７ 富山　１１２

．１ １４９

３９佐賀　６２
．２ 和歌山　１０７ ．Ｏ １６０

４０青森　６２
．Ｏ 香川　１０２ ．３ １５０

４１高知　６１
．４ １００

山梨　８８
．８ １７８

４２福井　６０
．７

佐賀　８７
．７ １４１

４３奈良　５２
．８

福井　８２
．９ １３７

４４山梨　４９
．９

徳島　８２
．４ １２３

４５沖縄　４７
．１

高知　８１
．４ １３３

４６宮崎　４６
．３

島根　７６
．１ １０８

４７鳥取　４１
．２

鳥取　６１
．３ １４９

計　４
，４７１ ．Ｏ １００ 計　１２ ，６９１ ．９ ２８４

出所 ：１９００年は「日本帝国統計年鑑」 ，２０００年は国勢調査より作

　成

５７

（６０５）
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［表５１人口増加率の高い県と低い県

　　　　　　　　（１９００年と２０００年を比較）

〈上位〉 〈下 位〉

順位 倍率 順位 倍率

１ 神奈川
９． ４３ ４３ 佐 賀 １． ４１

２ 東　　京 ６． ２０ ４４ 福 井 １． ３７

３ 北海道
６． １９ ４５ 高 知 １． ３３

４ 埼　　玉 ６． ０３ ４６ 徳 島 １． ２３

５ 大　　阪 ５． ６６ ４７ 島 根 １． ０８

　　（全国平均）　２ ．８４

出所 ：［表４１より作成

を地方税と地方債，加えて使用料，手数料という料金的収入（受益者負担）によってまかなうと

いうことである 。農村的自治体では地方税と料金的収入の増収努力を則提に，地域の経済力，財

政力に応じて改編された地方交付税（一般補助金）を地方税に準ずる財源手段として位置づける

ということである 。

　農村自治体に財政調整制度が不可欠であるとの認識は連帯学派，効率学派のいずれにおいても

共通している 。しかし先に示唆したように，その程度，範囲について明白な違いがある 。効率学

派は現行制度による調整が過大であり ，モラルハザードすら起こしていると見なして，調整制度
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）の役割はできるだけ小さい方が望ましく ，離島などの著しい条件不利地域に限るべきだとする 。

これに対して連帯学派は農村地域の全国的意義，都市や都市市民になくてはならない水資源，自

然資源保全，食糧生産の必要を根拠に，調整制度の役割を積極的に承認する 。さらに農村では次

の２点を追加的に述べておかねばならない。第１に，自治体の信用力が弱く ，資本市場での資金

調達力は大きくないから ，地方債の活用にあたっては，郵便貯金などの公的資金を一部優先配分

する必要がある 。もう１点は農村地域の中でも特に条件不利地域，離島や過疎地域については ，

細部にわたる統制を排除した特定補助金の存続カ、虞重に検討されねばならないことである 。

　２－２　府県財源システムと府県税

　都市と農村の経済力，財政力の相違を考慮するとき ，分権的財源システムの骨格は次のように

なると想定できる 。基幹税の地方移譲によって，府県については大都市をそこに含む大府県，財

政力指数で見るとＯ ．５５以上，市町村はＯ．７以上の都市的自治体が原則として，その財源を地方税

と地方債，料金的収入で調達できるようにする 。それ以外については地方交付税の対象団体とし
，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０）
財政力，地域的事情にしたがってその程度，水準が定められる 。都道府県について財政力指数

０５以上の団体（９５～９７年平均）は１８団体，全体の３８％である 。１０を超える東只都を除く１７道府

県のうち０．６以上は愛知，大阪，神奈川，静岡，埼玉，千葉，京都，兵庫の８府県，Ｏ ．５～０ ．６未

満は９県である 。０５５以下の県は不交付団体とするのが事実上困難であると見なすと ，０５５以上

は１４府県となる（表６参照）。

　市町村における財政力指数Ｏ．７以上の団体数は５１５，全体の１５ ．９％（人口２０万人以上の都市９１，２０

万人未満４２４，９７年）である 。政令指定都市１２，中核市１７は当然として，中都市の財政力指数の平

均は０．９０（９７年）であるからそのほとんどが含まれよう 。地方税収入が歳入に占める割合を見る

と， ４０％以上の団体は４８８，全体の１４ ．８％であり ，財政力指数０．７以上の数値に近似している 。財

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６０６）



　　　　　地方分権と地方税拡充論（内山）

［表６１財政力指数による地方団体の分類（１９９５～９７年平均）

５９

＊財政力指数Ｏ ．５以上

　： 府　県（ ’９７）　　　　１８都道府県（４７都道府県の３８％）

　： 市町村（ ’９７）　　　　大都市１２（１２）中核都市１７（１７）　中都市１９０（１９１）

　　　　　　　　　　小都市３１２（４５０の６９％）

　　　　　　　　　　町村４８３（２ ，５６２の１９％）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市町村計１ ，０１４（３ ，２３２の３１％）

＊財政力指数０ ．５未満

　： 府　県　　　Ｏ ．３以上Ｏ ．５未満　　　　　　２０（全体の４３％）　Ｏ ．３未満９（１９％）

　： 市町村
＜０ ．３以上０ ．５未満＞

中都市１　　　小都市１１２（４５０の２５％）　　町村６８２（２７％）　　計７９５（２５％）

＜Ｏ ．３未満＞　　小都市２６（６％）　　　　　町村１ ，３９７（５５％）　計１ ，４２３（４４％）

出所 ：『地方財政白書』平成１１年版より作成
。

政力指数０ ．６からＯ ．７未満の団体は２！１，全体の６．５％を占めるが，地方税収の歳入比が３０～４０％未

満の団体３８５のうち ，３５％以上を仮にその２分の１とすると１９３団体である 。これら約１９０～２１０の

中位的財政力を持った市町村について，一部自主財源を強化する何らかの方策が追加され，一部

財政効率化を行えば，上位の５００団体に加えて７００団体が国の依存財源に頼らなくてすますことが

可能である 。

　自主的財源の大宗をなす地方税は，これまで次の税目を基幹税としてきた 。

　［都道府県税１

　１）個人住民税……均等割，所得割（事実上の府県所得税）

　２）法人住民税…… 均等割，法人税割（事実上の府県法人税）

　３）事業税…… 個人事業税，法人事業税（所得べ一スを原則）

　４）地方消費税　　清算後の消費税収の２分の１は域内市町村に交付

　［市町村税１

　１）個人住民税…… 均等割，所得割（事実上の市町村所得税）

　２）法人住民税……均等割，法人税割（事実上の市町村法人税）

　３）固定資産税（個人）…… 土地，建物への財産課税

　４）固定資産税（法人）…… 土地，建物，償却資産への財産課税

　このような税目を基幹税とする現行体系の改革は，大きく分けると基幹税源の地方移譲と税構

造の改編の２つある 。税源移譲については所得税，法人税，消費税が課題となる 。このうち法人

税については税収の変動性と偏在性の点から ，さしあたり現状を則提とせさるを得ない。消費税

については多段階課税で税負担と納税場所が乖離していること ，年金などの社会保障財源として

どれほと依拠するかといった点について，一定の解答を与えることが則提となるので，本稿では

言及しないこととする 。所得税の地方移譲は連帯学派において大筋で合意があるので，それをふ

まえて府県の場合のシミュレーションを行い，その結果と含意を明らかにする 。税構造の再編で

は， 法人事業税と固定資産税が中心課題であるが，前者のみについて論じ，後者については市町

村税を展開する際に詳論したい 。

（６０７）
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３　所得税の府県移譲

　３－１　所得税基礎税率部分（５％）の府県移譲論

　所得税の地方移譲は連帯学派においていくつかの構想が示されているが，別稿で検討したよう

に１０％の基礎税率部分を地方移譲（府県５％，市町村５％）するという神野 ・金子両教授のそれが ，

　　　　　　　　　　　　　　　　１１）
最も実現可能性があると考えられる 。この構想は次の３点を骨子とする 。

　（１）新たな地方税源として，国税所得税の基礎的比例税率部分（１０％，府県５％，市町村５％）

　　を個人住民税に移す 。

　（２）個人住民税の税率はできるだけフラットにし，自治体に一定幅の税率操作権を付与する 。

　（３）基本的に税収中立とし，所得税の移譲額に見合う移転財源（一般及ぴ特定の各補助金）を削

　　減する 。削減される移転財源は，所得税の移譲額に３２％を乗じた地方交付税の自動的な減少

　　分とそれ以外の特定補助金の削減からなる 。

　そして２つの理由から ，このプランは実現を図る上でのハードルが低いとする 。

　（１）制度の移行 コストが相対的に低いこと 。

　（２）自治体が税率決定権を行使しても ，中央政府の課税政策や所得再配分政策との調整が比較

　　的容易な税であること（中央政府との調整容易性）

　中央官僚制の利害や行政システムに重大な影響を与える政策は，行政技術的制約や，制度，機

構変更の困難が実行の障害となるか，あるいはその理由とされることがしばしばある 。したがっ

て， 政策プランは理論的妥当性とともに現実的配慮が欠かせないのであり ，両教授がその回避に

腐心されたことを評価するのである 。

　両教授はこの構想を税源配分の観点からは次のように説明している 。地方政府は現行の個人住

民税と所得税の基礎的比例部分を統合した比例的地方所得税（府県所得税，市町村所得税）の課税

権と一定の税率操作権を持つ。中央政府は所得再分配政策を担い，所得税の累進税率部分の課税

権を持つ。その課税べ一スは地方所得税が労働所得（給与所得，事業所得），中央所得税が労働所

得と資産性所得とされる 。

　抜本的税源移譲を行う場合の理論的妥当性は，第１にどれだけの税収が自治体にもたらされ ，

地方の支出責任とのアンハランスがどれほど回復するかということ ，第２に自治体間（都道府県 ，

市町村），とりわけ都市と農村の自治体間格差が拡大しないかどうかによって判断される 。

　東只都の地方税財政制度研究会は神野教授の指導の下に，この改革案に沿った「税源移譲のシ

ミュレーション等に関する調査 ・研究」（１９９７年５月 ，以下「税源移譲のシミュレーションと略す）を

行った。これによると ，「所得税の税率１０％部分を都道府県民税に５％，市町村民税に５％の割

合で個人住民税に移す」ケース（１９９４年度の決算数値）が，上述の２つの基準を満たすとされる 。

すなはちこのモデルでは中央から地方に約１０～ユ１兆円移譲され，国の所得税と個人住民税の比率

は現行の６２５３７５から１５５８４５へと大きく変化する 。そして国税と地方税の比率は現行の

６２ ．４ ：３７ ．６から４９ ．５ ：５０ ．５へとほぼ１ ：１となる 。これによって支出と税収のアンバランスがか

なり改善される 。しかし両者が一致しないことも事実であり ，そのギャッ プの解消は縮小改編さ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６０８）
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れた地方交付税の任務となる 。第２基準の税収の地域問格差に関しては，変動係数（標準偏差を

平均値で除した値で，分布の散らばり具合を比較する際に用いられる）が一定の低下を示すことを根拠

に， 個人住民税の地域間税収格差が若干縮小すると述べている 。市町村民税では１４０　　＞１３３
，

府県民税で１２９　　＞１２８，両者の平均で１３７　　＞１３１に低下するからである 。こうして所得

税の基礎税率部分の地方移譲は，（１）地域ごとに複雑な形で税率格差を拡大させないし ，（２）税収の

安定性，普遍性，応益性という地方税の３原則に適合的であるとする
。

　協力連帯学派を代表する両教授の構想自体はきわめて積極的意義を持ち，筆者は基本的にこれ

に同意する 。しかしながら論証の不十分さ ，難点を内包するのであり ，以下府県についてシミュ

レーションを行い，その克服を試みる 。

　３－２　所得税の移譲と府県財政の相関に関するシミュレーション

　神野 ・金子両教授の所得税移譲論における１つの弱点，ないし説得力の不十分さは，それによ

って府県や市町村のどれほどが国からの移転財源に頼ることなく ，自主的財源（地方税，地方債 ，

料金的収入）によって賄えるか，あるいは賄えるようにするかということである 。筆者は府県に

ついてこれを論証するために，所得税の基礎税率部分（５％分）を府県に移譲したとき ，普通交

付税，国庫支出金との相関はどのようになるか，について９６年度（平成８年）の決算数値でシミ

ュレーションを行 った 。

　シミュレーションの対象は財政力指数Ｏ．５以上の１７府県（東京都を除く）とＯ ．５に近い３県（石川
，

岡山，長野の各県），Ｏ ．３台の北海道，Ｏ ．２台の高知県を加えた２２道府県である 。移転財源（依存財

源）は普通交付税（Ｄ）と国庫支出金（Ｅ）を取り ，移譲される所得税は労働所得税（Ｉ）とした 。

労働所得税は源泉所得税のうちの給与所得税（Ｇ．給与所得と報酬 ・料金等所得の合計に対する）と

申告労働所得税（Ｈ．申告所得税のうちの営業所得，その他の事業所得の合計額に対する）の合計額を

あてる 。そして労働所得税（Ｉ）の一定割合に対する普通交付税（Ｄ），国庫支出金（Ｅ）及び

（Ｄ＋Ｅ）の割合を算出した 。

　ところが府県には市町村に対する支出金があり ，そのうち国庫財源を伴うもの（Ｆ）は国庫支

出金がなくなれば自動的に消失すると見なして，実質的な依存財源としてＪ（＝Ｄ＋Ｅ－Ｆ）を設

定し，これと（Ｉ）との比率を求めた。地方に所得税の１０％部分を移譲したとき ，その移譲分は

平均的に（Ｉ）の７５～８０％程度と見込まれる 。東只都，愛知県，大阪府，神奈川県には高額所得

層が集中しているから移譲額のウェイトは（Ｉ）の７０％程度と見られるが，シミュレーションで

は一律に８０％，府県分４０％として計算した。この（Ｉ）の４０％に対する普通交付税（Ｄ）との相

関関係，つまり普通交付税係数Ｋ＝（Ｉ×４０％／Ｄ）が，このシュミレーションのキイファクター

である（表７－１４参照）。

　３－３　シミュレーションの結果と含意

　都道府県の全国平均は次の通りである 。財政力指数はＯ ．４８，労働所得税に対する普通交付税 ，

国庫支出金の割合はそれぞれ６２ ．９％ ，７０ ．９％である 。労働所得税の実質依存財源に対する比率

（実質依存財源係数）は１ ．２３ ，（Ｉ）の４０％に対するそれは３ ．０８であり ，実質依存財源が税率５％相

当の所得税収の平均して３．１倍に達している 。普通交付税係数（Ｋ）はＯ ．６４ ，つまり（Ｉ）×４０％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６０９）



　６２　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４９巻 ・第５号）

は普通交付税総額の約３分の２であることを示す 。

　３大府県である愛知（財政力指数０ ．９６） ，大阪（同０ ．９４） ，神奈川（同０．９４）は ，当然のことながら

他の府県とは異なる際だった特徴がある 。実質依存財源係数は愛知０３８，大阪０３０，神奈川０３８

であり ，ここでは所得や高所得層が集中し，高度の所得税収があがっていることを表す。所得税

の５％部分が全体の３０％程度としても ，この移譲によってこれら３府県は，つねに不交付団体に

なるだけでなく大部分の依存財源をなくすことが可能であろう（表７ ，１２～１４参照）。

　財政力指数０６以上の５府県（第２クループ）について，所得税収が実質依存財源の規模を上回

っているのは静岡県（実質依存財源係数０．８９）だけ，京都府（同１ ．０３），埼玉県（同１ ．０８），千葉県

（同１ ．１３）がほぼ同規模ないし近似である 。残る兵庫県のそれは１ ．４０であるが，これは大震災の影

響を受けているためであり ，通常は他の４府県並と考えてよいであろう 。普通交付税係数（Ｋ）

は静岡県が１ ．１８と１ ．０を超えているが，２県はＯ ．８前後（埼玉県０ ．８，千葉県Ｏ ．７８） ，残る２県がＯ ．６

台（京都府Ｏ ．６８，兵庫県０ ．６４）である 。これら５府県は法人事業税収の安定化や財政効率化などの措置が加

われは，概ね不交付団体化するのに困難はない。そうなれぱ東兄都と第１クループと合わせて９都府県が不

交付団体化できる 。これら９都府県の人口は６ ，１２２万人，総人口１億２ ，７００万人の４８ ．２％を占める（表４より

算出）。

　第３クループの５県のうち３県は財政力指数０５８（福岡県，茨城県，群馬県），栃木県は０５６
，

広島県０５５であり ，それほど差異はない。実質国庫財源依存係数は１３２から１７７までの幅がある

が， 税源移譲だけでは依存財源をＯにすることは難しいことを示唆している 。普通交付税係数は

福岡県（Ｏ．５７）と広島県（０ ．５６）とＯ ．６に近い数値であるから ，第２グループの下位県と同様に ，

　　　　　　　［表７１府県における所得税移譲と国庫依存財源の相関シミュレーション（１）１９９６年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位 ：億円 ，％）

全 国 Ａ－２ 愛知県 Ａ－３ 大阪府 Ａ－４ 神奈川県

１ 財政力指数 ０． ４７９ ０． ９６０ Ｏ． ９３８ ０． ９３８

２ 府県歳入 ５３６ ，５６０ １００ ．０％ ２１ ，７１８ １００ ．０％ ２５ ，０６９ １００ ．０％ １８ ，１３３ １ＯＯ ．０％

１）府県税 Ａ １６６ ，０８２ ３１ ．Ｏ％ １０ ，１２２ ４６ ．６％ １１ ，５４８ ４６ ．１％ ９， ４６４ ５２ ．２％

うち個人府県民税Ｂ ２６ ，０９３ ４． ９％ １， ８３１ ８． ４％ １， ９５２ ７． ８％ ２， ３８３ １３ ．１％

うち事業税 Ｃ ５３ ，３９５ １０ ．０％ ４， １８０ １９ ．２％ ４， ８８５ １９ ．５％ ３． ２４０ １７ ．９％

２）普通地方交付税 Ｄ ８６ ，７９２ １６ ．２％ ４４３ ２． ０％ ７９５ ３． ２％ ６７６ ３． ７％

３）国庫支出金 Ｅ ９７ ，７２９ １８ ．２％ ３， １３３ １４ ．４％ ３， ８４９ １５ ．４％ ２， ６５７ １４ ．７％

３ 府県支出金 Ｆ １４ ，６９４ ３０５ ４０８ ２７８

４ 給与所得税 Ｇ １２９ ，７９８ ８， ０５７ １３ ，５２７ ７， ５３５

５ 申告労働所得税 Ｈ ８， ０８６ ５５０ ６５８ ４８３

６ Ｇ＋Ｈ：Ｉ １３７ ，８８４ ８， ６０７ １４ ，１８５ ８， ０１８

（労働所得税）

７ Ｄ／Ｉ ６２ ．９％ ５． １％ ５． ６％ ８． ４％

８ Ｅ／Ｉ ７０ ．９％ ３６ ．４％ ２７ ．１％ ３３ ．１％

９ （Ｄ＋Ｅ）／Ｉ １３３ ．８％ ４１ ．５％ ３２ ．７％ ４１ ．６％

１Ｏ Ｄ＋Ｅ－Ｆ＝Ｊ １６９ ，８２７ ３， ２７１ ４， ２３６ ３， ０５５

１１ Ｊ／Ｉ １２３ ．２％ ３８ ．Ｏ％ ２９ ．９％ ３８ ．１％

１２ （ＩＸ４０％）／Ｄ：Ｋ ０． ６４ ７． ７７ ７． １４ ４． ７４

（注）　　数値は『地方財政統計年報』平成１０年版『国税庁統計年報』平成８年度版による 。

　　　　ここでの府県支出金は国庫財源を伴うものである 。

　　　　給与所得税は源泉所得税の給与所得と報酬料金等所得にかかる所得税の合計額である 。

　　　　申告労働所得税は申告所得税の中の事業所得，農業所得，その他事業所得にかかわる所得税である 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６１０）
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［表８１府県における所得税移譲と国庫依存財源の相関シミュレーシ ョン（２） １９９６年

６３

（単位 ：億円 ，％）

Ｂ－５ 静岡県 Ｂ－６ 埼玉県 Ｂ－７ 千葉県 Ｂ－８ 京都府 Ｂ－９ 兵庫県

１ 財政力指数 Ｏ． ７７８ Ｏ． ７３４ Ｏ． ７２１ Ｏ． ６１２ Ｏ． ６１０

２ 府県歳入 １３ ，５１０ １００ ．Ｏ％ １８ ，２０５ １００ ．Ｏ％ １５ ，９１０ １００ ．Ｏ％ ８， ６４６ １００ ．Ｏ％ ２３ ，４２５ １００ ．０％

１）府県税 Ａ ４， ７４１ ３５ ．１％ ６， ３９１ ３５ ．１％ ５， ７３７ ３６ ．！％ ２， ９１１ ３３ ．７％ ５， ９７９ ２５ ．５％

うち個人府県民税Ｂ ７７６ ５． ７％ １， ５９４ ８． ８％ １， ４４２ ９． ！％ ５４４ ６． ３％ １， １！５ ４． ８％

うち事業税 Ｃ １， ７６０ １３ ．Ｏ％ １， ８６９ １０ ．３％ １， ６５０ ！０ ．４％ １， １２１ １３ ．Ｏ％ ２， １２３ ９． １％

２）普通地方交付税 Ｄ １， １９３ ８． ８％ ２， １６７ １１ ．９％ ２， ０７１ １３ ．Ｏ％ １， ５３８ １７ ．８％ ３， ０３７ １３ ．Ｏ％

３）国庫支出金 Ｅ ２， １８０ １６ ．１％ ２， ７７４ １５ ．２％ ２， ７６７ １７ ．４％ １， ３４９ １５ ．６％ ４， ２７５ １８ ．２％

３ 府県支出金 Ｆ ２３７ ２７１ ２６７ １９０ ５３３

４ 給与所得税 Ｇ ３． ２００ ３， ９９３ ３， ７６７ ２， ４４４ ４， ４１１

５ 申告労働所得税 Ｈ ３１０ ３３４ ２９７ １７３ ４２１

６ Ｇ＋Ｈ＝Ｉ ３， ５１０ ４， ３２７ ４， ０６４ ２， ６１７ ４， ８３２

（労働所得税）

７ Ｄ／Ｉ ３４ ．Ｏ％ ５０ ．１％ ５１ ．Ｏ％ ５８ ．８％ ６２ ．９％

８ Ｅ／Ｉ ６２ ．１％ ６４ ．！％ ６８ ．１％ ５１ ．５％ ８８ ．５％

９ （Ｄ＋Ｅ）／Ｉ ９６ ．１％ １１４ ．２％ １１９ ．Ｏ％ １１０ ．３％ １５１ ．３％

１０ Ｄ＋Ｅ－Ｆ＝Ｊ ３， １３６ ４， ６７０ ４， ５７１ ２， ６９７ ６， ７７９

１１ Ｊ／Ｉ ８９ ．３％ １０７ ．９％ ユ１２ ．５％ １０３ ．１％ １４０ ．３％

１２ （ＩＸ４０％）／Ｄ＝Ｋ １． １８ Ｏ． ８０ Ｏ． ７８ Ｏ． ６８ Ｏ． ６４

（注） 数値は『地方財政統計年報』平成１０年版『国税庁統計年報」平成８年度版による
。

ここでの府県支出金は国庫財源を伴うものである 。

給与所得税は源泉所得税の給与所得と報酬料金等所得にかかる所得税の合計額である 。

申告労働所得税は申告所得税の中の事業所得，農業所得，その他事業所得にかかわる所得税である
。

［表９１府県における所得税移譲と国庫依存財源の相関シミュレーション（３） １９９６年

（単位 ：億円 ，％）

ＢＢ －１０ 福岡県 ＢＢ －１１ 茨域県 ＢＢ －！２ 群馬県 ＢＢ －１３ 栃木県 ＢＢ －１４ 広島県

１　財政力指数 Ｏ． ５８３ Ｏ． ５８０ Ｏ． ５７７ Ｏ． ５６４ Ｏ． ５４９

２　府県歳入 １４ ，７８０ １００ ．Ｏ％ １０ ，８１１ １００ ．Ｏ％ ７， ８９３ １００ ．Ｏ％ ８， ０６３ １００ ．Ｏ％ １０ ，７４８ １００ ．Ｏ％

１）府県税 Ａ ４， ６２７ ３１ ．３％ ３， ２７９ ３０ ．３％ ２， ２９９ ２９ ．１％ ２， ２９９ ２８ ．５％ ３， ０３０ ２８ ．２％

うち個人府県民税Ｂ ８２９ ５． ６％ ５４９ ５． １％ ３５０ ４． ４％ ３５５ ４． ４％ ５６３ ５． ２％

うち事業税 Ｃ １， ５４９ １０ ．５％ １， ０３３ ９． ６％ ７５４ ９． ６％ ７１６ ８． ９％ １， ０９１ １０ ．２％

２）普通地方交付税 Ｄ ２， ７７７ １８ ．８％ １， ８７８ １７ ．４％ １， ３３０ １６ ．９％ １， ４４１ １７ ．９％ ２， ０２４ １８ ．８％

３）国庫支出金 Ｅ ２， ９１８ １９ ．７％ １， ９９５ １８ ．５％ １， ５０９ １９ ．１％ １， ４５１ １８ ．Ｏ％ ２， １７５ ２０ ．２％

３　府県支出金 Ｆ ４４６ ２１９ ２５６ ２１４ ３３５

４　給与所得税 Ｇ ３． ６９１ １， ９８５ １， ４８３ １， ４０７ ２， ６６４

５　申告労働所得税 Ｈ ２７３ １７１ ９８ １０３ １８２

６　Ｇ＋Ｈ＝Ｉ ３， ９６４ ２， １５６ １， ５８１ １， ５１０ ２， ８４６

（労働所得税）

７　Ｄ／Ｉ ７０ ．１％ ８７ ．１％ ８４ ．１％ ９５ ．４％ ７１ ．１％

８　Ｅ／Ｉ ７３ ．６％ ９２ ．５％ ９５ ．４％ ９６ ．１％ ７６ ．４％

９　（Ｄ＋Ｅ）／Ｉ １４３ ．７％ １７９ ．６％ １７９ ．６％ １９１ ．５％ １４７ ．５％

１０Ｄ＋Ｅ－Ｆ＝Ｊ ５， ２４９ ２， ５８３ ２， ６７８ ２， ６７８ ３， ８６４

１１Ｊ／Ｉ １３２ ．４％ １６９ ．５％ １６３ ．４％ １７７ ．４％ １３５ ．８％

１２　（Ｉ×４０％）／Ｄ＝Ｋ Ｏ． ５７ Ｏ． ４６ Ｏ． ４８ Ｏ． ４２ ０． ５６

（注）　１

　　　２

　　　３

　　　４

数値は『地方財政統計年報』平成１０年版『国税庁統計年報』平成８年度版による
。

ここでの府県支出金は国庫財源を伴うものである 。

給与所得税は源泉所得税の給与所得と報酬料金等所得にかかる所得税の合計額である
。

申告労働所得税は申告所得税の中の事業所得，農業所得，その他事業所得にかかわる所得税である 。

（６１１）



６４ 立命館経済学（第４９巻 ・第５号）

［表１０１府県における所得税移譲と国庫依存財源の相関シミュレーション（４） １９９６年

（単位 ：億円，％）

Ｃ－１５宮城県 Ｃ－１６岐阜県 Ｃ－１７滋賀県 Ｃ－１８ 三重県

１ 財政力指数 ０． ５４２ Ｏ． ５２６ ０． ５２２ Ｏ． ５２１

２ 府県歳入 ９， １１０ １００ ．０％ ８， ５８４ １００ ．０％ ６， ３２８ １００ ．Ｏ％ ７， ８３５ １００ ．Ｏ％

１）府県税 Ａ ２， ５９９ ２８ ．５％ ２， ３１３ ２６ ．９％ １， ５９６ ４６ ．１％ ２， １００ ２６ ．８％

うち個人府県民税Ｂ ４０１ ４． ４％ ３９７ ４． ６％ ２６５ ７． ８％ ３４７ ４． ４％

うち事業税 Ｃ ９１５ １０ ．０％ ７１６ ８． ３％ ６２６ １９ ．５％ ６７９ ８． ７％

２）普通地方交付税 Ｄ １， ６７５ １８ ．４％ １， ７５５ ２０ ．４％ １， １７７ ３． ２％ １， ５９６ ２０ ．４％

３）国庫支出金 Ｅ １， ８６０ ２０ ．４％ １， ６７６ １９ ．５％ １， ０７６ １５ ．４％ １， ３９９ １７ ．９％

３ 府県支出金 Ｆ ２７５ ２７９ １８３ ２４７

４ 給与所得税 Ｇ １． ７９２ １， ５４９ ８４８ １， ３４８

５ 申告労働所得税 Ｈ １３０ １６１ ８５ １４６

６ Ｇ＋Ｈ＝Ｉ １， ９２２ １， ７１０ ９３３ １， ４９４

（労働所得税）

７ Ｄ／Ｉ ８７ ．１％ １０２ ．６％ １２６ ．２％ １０６ ．８％

８ Ｅ／Ｉ ９６ ．８％ ９８ ．０％ １１５ ．３％ ９３ ．６％

９ （Ｄ＋Ｅ）／Ｉ １８３ ．９％ ２００ ．６％ ２４１ ．５％ ２００ ．５％

１０ Ｄ＋Ｅ－Ｆ＝Ｊ ３， ２６０ ３， １５２ ２， ０７０ ２， ７４８

１１ Ｊ／Ｉ １６９ ．６％ １８４ ．３％ ２２１ ．９％ １８３ ．９％

１２ （Ｉ×４０％）／Ｄ＝Ｋ ０． ４６ Ｏ． ３９ ０． ３２ ０． ３７

（注）　１

　　　２

　　　３

　　　４

数値は『地方財政統計年報』平成１０年版『国税庁統計年鞠平成８年度版による 。

ここでの府県支出金は国庫財源を伴うものである 。

給与所得税は源泉所得税の給与所得と報酬料金等所得にかかる所得税の合計額である 。

申告労働所得税は申告所得税の中の事業所得，農業所得，その他事業所得にかかわる所得税である 。

［表１１１府県における所得税移譲と国庫依存財源の相関シミュレーション（５） １９９６年

（単位 ：億円，％）

石川県 岡山県 長野県 北海道 高知県

１ 財政力指数 Ｏ． ４８３ ０． ４７５ ０． ４７５ ０． ３９１ ０． ２１９

２ 府県歳入 ６， ２７１ １００ ．０％ ８， ４１５ １００ ．Ｏ％ １１ ，６３３ １００ ．０％ ２９ ，２９７ １００ ．０％ ６， ３８７ １００ ．０％

１）府県税 Ａ １， ３８２ ２２ ．０％ １， ９８５ ２３ ．６％ ２， ４８１ ２１ ．３％ ５， ７１７ １９ ．５％ ６５２ １０ ．２％

うち個人府県民税Ｂ ２２２ ３． ５％ ３３４ ４． Ｏ％ ３９４ ３． ４％ ９２９ ３． ２％ １１３ １． ８％

うち事業税 Ｃ ４５９ ７． ３％ ６２５ ７． ４％ ８１６ ７． ０％ １， ６２５ ５． ５％ ２０１ ３． １％

２）普通地方交付税 Ｄ １， ２９２ ２０ ．６％ １， ８３９ ２１ ．９％ ２， １５５ １８ ．５％ ７， １１８ ２４ ．３％ １， ８９５ ２９ ．７％

３）国庫支出金 Ｅ １， １９４ １９ ．０％ １， ５３７ １８ ．３％ ２， ５６６ ２２ ．１％ ６， ７８０ ２３ ．１％ １， ４２６ ２２ ．３％

３ 府県支出金 Ｆ ２０１ ２４５ ４６０ １， １３２ ２８０

４ 給与所得税 Ｇ ９８４ １， ４０５ １， ７５９ ４， １８１ ４７３

５ 申告労働所得税 Ｈ ８４ １１７ １１６ ２８８ ５５

６ Ｇ＋Ｈ＝Ｉ １， ０６８ １， ５２２ １， ８７５ ４， ４６９ ５２８

（労働所得税）

７ Ｄ／Ｉ １２１ ．０％ １２０ ．８％ １１４ ．９％ １５９ ．３％ ３５８ ．９％

８ Ｅ／Ｉ １１１ ．８％ １０１ ．０％ １３６ ．９％ １５１ ．７％ ２７０ ．１％

９ （Ｄ＋Ｅ）／Ｉ ２３２ ．８％ ２２１ ．８％ ２５１ ．８％ ３１１ ．０％ ６２９ ．Ｏ％

１０ Ｄ＋Ｅ－Ｆ＝Ｊ ２， ２８５ ３， １３１ ４， ２６１ １２ ，７６６ ３， ０４１

１１ Ｊ／Ｉ ２１４ ．Ｏ％ ２０５ ．７％ ２２７ ．３％ ２８５ ．７％ ５７５ ．９％

１２ （Ｉ×４０％）／Ｄ＝Ｋ ０． ３３ ０． ３３ ０． ３５ ０． ２５ ０． １１

（注） 数値は『地方財政統計年報』平成１０年版『国税庁統計年報』平成８年度版による 。

ここでの府県支出金は国庫財源を伴うものである 。

給与所得税は源泉所得税の給与所得と報酬料金等所得にかかる所得税の合計額である 。

申告労働所得税は申告所得税の中の事業所得，農業所得，その他事業所得にかかわる所得税である 。

（６１２）



地方分権と地方税拡充論（内山） ６５

［表１２１ 府県別の所得税移譲と府県財政との相関関係（１） １９９６年

財眩カ指敦
府＾税の２入比
００

３００、

Ｏ． ９０

０． ８０ 財政カ指臼

Ｄ＝ 讐■地方交付税
１労○所＾税

Ｄ／ｌ

２５０％

０． ５０

「Ｆ均８オ殴フ］争旨凹（Ｏ．４９）

１５０、

Ｏ．４０ 府＾税の臼入比

０． ３０

府＾税の平均竈入比（Ｏ １００％

５０、

０． １０

０００

愛　　大

知　　阪
県　　府

神

奈
川

見

崎

岡

県

崎

玉

県

干　　京

薫　　郁
県　　府

長

竈

県

福　　茨　　淳　　栃

岡　　城　　鳥　　木

県　　＾　　県　　県

広

Ｑ
＾

富　　岐

城　　軍
県　　＾

溢　　三　　石
コ　　ニ　　川

＾　　＾　　県

岡

山

県

１

身
＾

北　　高

海　　知
道　　＾

０％

［表１３１ 府県別の所得税移譲と府県財政との相関関係（２） １９９６年

財直カ指籔
府＾税のむ入比

３００，

０８０

財政カ帽独

Ｊ＝ 讐ｎ交付税十目口支出金
１＝

労ｏ所｝税
府県支出金

Ｊ／ｌ

２５０，

０． ７０

２００”

Ｏ． ５０
平均財政カ指籔（０ ．４９）

１５０，

０．４０

０． ３０

席＾税の臼入比

府＾税の平均‘入比（０３一）
１００，

０． ２０

５０、

０． １０

０．００

愛　　大　　神
知　　阪　　奈
県　　府　　川

　　　　　県

冊
岡

県

埼

玉

県

千　　京
薫　　郁
児　　府

兵
○

県

椙　　茨　　碍　　栃
岡　　城　　鳥　　木
県　　県　　県　　県

広

○

県

宮　　喧
城　　阜
県　　県

澄　　三　　石
コ　　ニ　　川
県　　県　　県

岡　　｛
山　　｝
県　　県

北　　高
海　　知
竈　　県

０、

［表１４１ 府県別の所得税移譲と府県財政との相関関係（３） １９９６年

財改カ拍敷　　　　ヰ 　　 申

府＾税の’入比

　１ ・２０ｒ　　 ４７４
１． ５０

１．ＯＯ

財政力指敏
１． ３０

労ｏ所榊税
Ｄ： ■迦地方交付税

！・
，・・

０６０ 平均財政力指籔（０．４９〕
０７０

府＾税の’入比
０５０

府＾税の平均自入比（

Ｏ．２０

０１０

０００

亜　　大

知　　阪
児　　府

神　　｝
奈　　岡

川　　県
児

崎　　千　　京
玉　　薫　　郁
児　　県　　府

○

県

杷　　茨　　蟹　　栃

岡　　城　　鳥　　木

県　　県　　，　　県

広

＾
県

宮　　並

城　　阜
県　　児

姓　　三　　石
■　　二　　川
＾　　兄　　県

＿」＿＿ユ＿＿上
二一０１０

岡　　｛

山　　５
県　　｝

北　　高

海　　知
道　　県

（６１３）



　６６　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４９巻 ・第５号）

不交付団体化が可能であろう 。この２県の人口７９０万人を先の９都府県の人口に加えると６ ，９１２万

人， 全人口の５４ ．５％に増加する 。他の３県の不交付団体化は，所得税の移譲を含む税源移譲によ

っては決して容易でないといえる 。

　仮にこれら３県と第４クループの宮城県（財政力指数０５４，普通交付税係数０４６）が不交付団体化

できれば，総数１５都府県，そこに居住する人口は４県の人口９３８万人を加えて７ ，８５０万人，全人口

の６１９％％まで増大することになる 。この水準まで高めることが望まれるが，その方策は今後の

重要な研究課題であろう（表４より算出）。

　第４グループは財政力指数がＯ．５を超える県を一括したが，その３県と同指数が０．５に近い３県

（石川県，岡山県，長野県）では普通交付税依存係数が０３を上回る 。財政力指数の低下と平行して ，

普通交付税係数は低下する 。前者が０３９の北海道は０２５，０２２の高知県は０１１である 。このこと

は所得税の府県移譲の下で普通交付税係数の大小，換言するとその低下につれて普通交付税への

依存度が高くなることを示している 。

　さらに，府県の中には現在財政力指数が０３未満のものが９県ある 。地方交付税（財政調整制

度）は財政力の弱小な団体に傾斜配分するシステムである 。だが交付団体と想定される府県のな

かでも ，それらの問での経済力の不均等，それにもとづく税源の格差を考慮したとき ，条件不利

地域，特殊な事情の地域，経済力は小さいが国民的重要性をもつ地域における財政調整手段が
，

はたして地方交付税だけですむだろうか。たしかに交付税と補助金による過度の財源移転は，財

政の非効率を温存し，自治体の自主性，自立性を損なってきたのではあったが，その弊害を除去

できるようなあり方で，国庫補助金の限定的活用は避けられないのではないだろうか。この場合 ，

細部にわたって使途を特定され，自治体に過度に干渉する現行システムは廃止し，分権を保障し

うるシステムに改善することが則提である 。具体的には，個別的な特定補助金から行政分野別の

包括補助金に再編成するのである 。そうすれば住民の意向をふまえた自治体の政策判断，裁量 ，

選択の余地ははるかに大きくなり ，他方では政府との問に一定の緊張関係が形成されて財政効率

化に資する効果が期待できるのである 。

４　法人事業税の外形課税と基礎控除の設定

　４－１　外形課税をめぐる動き

　わが国の法人３税（法人税，法人事業税，法人住民税）と呼ばれる法人課税は，これまで５０年に

わたって所得（法人住民税は法人税）を課税べ一スとしてきた。このことは地方法人課税のべ一ス

が政府によっ て決定され，超過課税の方法があるとはいえ自治体の課税自主権が厳しく制限され

てきたことを意味する 。８８年に始まり９０年代を通じて実施された抜本的税制改革は法人課税も対

象とし，一定の課税べ一スの拡大とともに税率水準の大幅引き下げを断行した。法人税の基本税

率は８７，８８年の４２％から３７ ．５％（９０～） ，３４ ．５％（９８～），３０％（９９年～ 軽減税率は２２％）に，法人

事業税の標準税率は９８年までの１２％（軽減税率９ ，６％）から９９年以降は９ ．６％（軽減税率７ ．３
，

５％）となっている 。

　法人事業税については税率引き下げに加えて，９０年代後半から課税べ一スの所得から外形標準
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への改編が日程にのぼる 。その大きな契機は現行べ一スでは好不況によって税収の変動が激しく
，

特に長期の平成不況の中で税収が落ち込んだことにある 。このため政策当局や府県側から ，税収

を安定的に確保できる外形標準課税（以下外形課税と略す）の導入が求められたということである
。

これは従来も景気後退期にしばしば主張されたのであったが，今回は分権の流れが後押しし，課

税自主権の行使として東只都や大阪府が大銀行を対象に部分的に導入をはかるという新しい動き

が生まれている 。政策当局における取り組みの主な経緯は次の通りである 。

　１）９６ ．１１税制調査会法人課税小委員会報告

　　「（外形標準は）事業に対する応益課税として税の性格の明確化に加え，都道府県の税収の安

定的確保，赤字法人に対する課税の適正化に資する」と述べる 。

　　他方で「業種別税負担や都道府県税収の変動，消費税や地方消費税との関係なと　　なお検

討すべき課題が多い」とする 。

　２）９９ ．７税制調査会地方法人課税委員会（９８年４月設置）報告

　　法人事業税への外形課税導入を中心に検討し，それが適当だとする 。

　　外形標準の４つの類型（事業活動価値＝加算法による付加価値，給与総額，物的基準と人的基準の

組み合わせ，資本金と資本積立金の合計）をあげ，その長短を整理する 。

　　税負担能力に配慮するなどの観点から ，所得基準と外形基準を併用する方策が考えられると

する 。

　　課税側，納税側双方において事務負担の増加を招かない仕組みとすべきことを強調 。

　３）２０００ ．７税制調査会中期答申『わが国税制の現状と課題』

　　上述の地方法人課税小委員会の報告に沿う 。

　　中小法人の税負担に配慮する方策として次の４案を示し，それらの特徴を指摘する 。軽減税

率方式，基礎控除方式，免税点方式，導入率変更方式 。

　４）２０００ ．１１　自治省，外形課税導入の具体案を提示

　　法人事業税の課税べ一スとして所得（現行税率の２分の１）と事業活動価値（加算型付加価値，）

を併用する 。

　　外形べ一スの税率は１ ．６％，中小法人の軽減税率１ ．Ｏ％とする 。資本金１ ，ＯＯＯ万円以下の法人

には「簡易事業規模額制度」（最大年額４８ ，０００円）を設ける
。

　　導入時期は大法人が２００２年度，中小法人は２００４年度からとし，導入後３年問，経過措置を採

用する

　　経過措置後の税収は年約４兆円で，過去１０年間の平均４ ．４４兆円とほぼ同額となる 。

　外形課税の導入は，２０００年度に東只都（同年３月）と大阪府（同５月）が相次いで大銀行に対す

る適用を決めたことによって加速された。東只都のそれは２０００年度から５年問の時限条例で，資

金量５兆円を保有する大銀行を対象に法人事業税の課税べ一スを外形標準（業務祖利益，実質的な

付加価値）に変更するものである 。この適用を受けると見られるのは都市銀行９ ，長期信用銀行

３， 信託銀行６ ，地方銀行８の２６行（税率３％）と農林中央金庫，日本銀行などの特別法人４行

（税率２％）の３０行である 。税収は約１ ，１００億円になると見込まれ，前年度が従来の所得べ一スで

３４億円であったから ，大幅な増収となる 。９９年３月期の業務祖利益にもとづくと大手銀行の都へ

の納税額は東只三菱１６０億円，住友，三和各１１０億円，第一勧業，富士各１００億円なとである 。野
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党自民党の議員立法として提案され，決定を見た大阪府の場合もその内容は東只都とほぼ同じで
，

２００１年度からの実施で，３７４億円の税収を見込んでいる
。

　都や府の独自課税は課税自主権の行使として，しかも政府の反対に抗しての行動であり ，分権

の視点から評価できる 。これに強く反発している大手銀行は，公平性に反することを争点に全国

銀行協会（２４行加盟）の合意を経て行政訴訟をおこなうことを決め，同年１０月提訴に踏み切 った 。

しかし銀行側の反論は説得力に乏しく ，世論の支持も得ていない。銀行側の不利は都や府の条例

に適法性（地方税法７２条の１９）があり ，違法性を問うのが難しいとか，公平性の判断は行政裁量の

範囲内に属するといったことにとどまらない。一定の理由に基づく業種や対象を限定した課税は

「特別不均一課税」であり ，一つの課税方法として正当性を持っているからである 。

　銀行は政府の政策的な全面支援を受け，Ｏ．５％以下の公定歩合，預金金利の下でかつてない業

務収益をあげながら ，不良債権の処理を行えば，所得べ一スでは事業税負担を著しく軽減される 。

これは行政サービスのコストを負担するという事業税の趣旨に反するのであって，外形課税の方

がむしろ合理的な姿である 。不均一課税や独自課税は，法的根拠だけでなく ，そこに住民の合意 ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２）
大方の支持があれば，なおさら積極的に活用すべきなのである 。

　４－２　負担能力配慮の方式

　法人事業税への外形課税論，その有力案である加算型付加価値（事業活動価値）の導入論は
，

これまでの所得べ一スの欠陥を是正するものとして主張されてきた。所得べ一スでは景気変動に

よっ て税収が激しく変動し，府県財政を不安定にすること ，また赤字法人は負担を免れるために ，

不況期に全法人の６０～６５％（９７年６４．５％）が非課税となり ，応益課税とされる事業税本来の趣旨

に合致しないのに対し，外形課税はこれらを解決できる 。

　これをめぐって，林宣嗣，神野直彦各教授などの支持論，梅原英治，米原淳七郎各教授などの

否定論，油井雄一　田近栄治両教授の事業税廃止，地方消費税への代替論があり ，長年にわたり

論争されてきた。筆者は，府県税収の安定化，応益原則により適合的であることを根拠に基本的

に外形課税を肯定するが，問題は外形べ一スに内在する重大な難点の克服，すなわち事業税の趣

旨との整合性を保持しつつ中小法人や赤字法人の過重負担の緩和ができるかどうかであると考え
１３）

る。

　税制調査会の「２０００年中期答申」はその方策として，１）軽減税率，２）基礎控除，３）免税

点， ４）導入率変更，という４つの方式をあげ，自治省案（２０００年１１月）は軽減税率方式を採用

していた。しかし筆者は以下の理由から ，基礎控除方式が最も望ましいと考える 。

　１）軽減税率方式は，すべての法人に薄く広く負担を求めることができることから自治省案で

　　採用されたが，中小零細法人の過重負担を解消することができず，課税庁，中小法人双方の

　　事務負担が大きいことである 。

　２）免税点方式ではその水準をどうするかが問題となるし，免税点を超えると急激に負担が増

　　加せざるを得ない 。

　３）導入率変更方式では導入率の水準が対立点となるし，税額計算が複雑となり ，不透明性を

　　高めざるを得ない 。

　４）基礎控除の設定はすぐての法人に適用されることから合意が得やすく ，負担力のない法人
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　　にとっ て過重負担の緩和ができることである 。非課税法人が多くなる問題は均等割の設定

　　（実際は法人住民税から法人事業税に置き換える）によって解決する 。

　この問題の考察にはアメリカ ・ミシカン州の長年の経験が重要な参考となる 。ミシカン州は

１９５３年に加算法による付加価値をべ一スとする事業活動税（Ｂｕ・ｉｎ… Ａ・ｔｉ・ｉｔｙ　Ｔ
・ｘ，ＢＡＴ）を導入

した。それは１９６７年にいったん廃止されたものの，１９７６年に州法人関係税を統合した単一事業税

（Ｓｍｇ１． Ｂｕ．ｍ。。。 Ｔ．ｘ，ＳＢＴ）として復活し今日に至 っている 。ＳＢＴの課税へ一スは同じく加算法

の付加価値であり ，さらに資本財の購入は全額即時控除を認めているので，厳密には加算法によ

る消費型付加価値べ一スであるといえる 。

　特に注目したいのは中小法人など負担能力の乏しい法人に対する特別措置を多面的に設けてい

ることである 。法定免税（４５ ，０００ドル以下），超過報酬控除，粗収入控除，各種税額控除（小規模企

業控除，非法人企業控除，寄付金控除）がそれである 。加えて課税最低売上額が設定されており ，総

売上高が２５万ドル（９５～９６年）以下の事業者は非課税となっている 。この結果，事業者数で全体

のＯ ．１１％にあたる大企業がＳＢＴの３５％を負担する一方，３１ ．２％の中小事業者が課税を免れてい
　　　　１４）
るのである 。

　ミシガン州の経験から日本が学ぶべきは，外形課税において中小法人の担税力に対する配慮が

不可欠であること ，しかし多すきる特別措置によって仕組みが複雑化し，課税の透明性を損なう

ことは避けなければならないことである 。したがって，日本における外形課税（加算法の付加価

値）の導入にあたっ ては，私は一定の基礎控除の設定を主張するとともに，特別措置はこれに限

定すべきことを強調したい 。

　４－２　基礎控除方式とそのシミュレーシ ョン

　基礎控除方式がより優れているとしたとき ，焦点はどの程度の水準にするかということである 。

これを導出するために，所得型付加価値べ一スで３ ，ＯＯＯ万円 ，２ ，ＯＯＯ万円の場合に非課税法人はど

れほどになるかについて，不況期の９８年と好況期の９１年の数値でシミュレーションを行った。こ

こでは大蔵省の「法人企業統計調査」にもとづき ，資本金階級別に平均付加価値額（所得型）を

算出し，これが正規分布であると見なして，非課税となる法人の割合と法人数が推計されている 。

産業ごとに付加価値率が異なるので，全産業，付加価値率の低い小売業，中程度の機械器具製造

業（以下，機械工業と略す），高位の「その他運輸通信業」（以下，運輸通信業と略す）についてそれ

ぞれ推計した（表１５－２２参照）。

　３ ，ＯＯＯ万円の基礎控除では９８年度，全産業の法人数で４１ ．７％（法人数１０３万社），９１年度３８ ．Ｏ％

（同７６ ．８万社）が非課税となる 。小売業では６１ ．８％ ，５８ ．７％，機械工業２８ ．Ｏ％ ，２６ ．２％，運輸通信

業では２０ ．５％ ，２７ ．６％である 。小法人や赤字法人のウエイトの高い小売業では非課税法人が６０％

前後となるのに対して，生産性，したがって付加価値率の高い企業では２０～３０％であり ，相当な

開きのあることがわかる 。

　基礎控除の水準が２０００万円に設定されると ，全産業平均で９８年度２７ ．８％（同６８ ．７万社） ，９１年度

２５ ．３％（同５１ ．１万社）と非課税法人の割合はかなり圧縮されることになる 。３ ，ＯＯＯ万円の場合と比

べて１３～１４％（法人数では９８年３４ ．３万社，９１年２５ ．７万社）低下する 。小売業では９８年４１ ．２％ ，９１年

３９ ．１％，機械工業１８ ．７％ ，１７ ．５％，運輸通信業１３ ．７％ ，１８ ．４％である
。
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［表１引　全産業（９８年度）

資　本　金

２００万未満 ２００～５００万未満 ５００～１ ，Ｏ００万未満 １， ０００～５ ，０００万未満 全法人（Ｔ）

法人数（Ａ） ３１ ，１５４ ９５９ ，５９４ ３１３ ，８２９ １， ０８９ ，０４７ ２， ４７０ ，４７０

付加価値額（百万円） ２４７ ，４０９ ２０ ，１６１ ，８９３ １０ ，７６３ ，０９１ ９７ ，７７３ ，６７３

１企業当たり平均額（千円） １７ ，５７１ ２１ ，０１１ ３４ ，２９６ ８９ ，７７９

３千円以下（推計）（ｂ） ８５ ．４％ ７１ ．４％ ４３ ．７％ １６ ．７％

Ａ×ｂ＝（Ｂ） ２６ ，５９５ ６８５ ，０７０ １３７ ，２５９ １８１ ，９５４

控除される法人の割合（Ｂ／Ｔ） １． １％ ２７ ．７％ ５． ６％ ７． ４％ ４１ ．７％

２千万円以下（推計）（ｃ） ５６ ．９％ ４７ ．６％ ２９ ．２％ １１ ．１％

Ａ×ｃ＝（Ｃ） １７ ，４３０ ４５６ ，７１３ ９１ ，５０６ １２１ ，３０３

控除される法人の割合（Ｃ／Ｔ） ０． ７％ １８ ．５％ ３． ７％ ４． ９％ ２７ ．８％

出所 ：大蔵省「法人企業統計調査」にもとづき ，大石恵子氏（静岡県立大学大学院経営情報学研究科学生）が作成したも

　　のである 。表１５～２１についても同じである
。

［表１６１小売業（９８年度）

資　本　金

２００万未満 ２００～５００万未満 ５００～１ ，０００万未満 １， ０００～５ ，０００万未満 全法人（Ｔ）

法人数（Ａ） １０ ，９５４ ２３４ ，０６３ ７２ ，７７５ １６３ ，５７１ ４８８ ，８３３

付加価値額（百万円） １７１ ，６５２ ３， ９０３ ，７１６ １， ８７５ ，９２６ １０ ，３６９ ，３４７

１企業当たり平均額（千円） １５ ，６７０ １６ ，６７８ ２５ ，７７７ ６３ ，３９４

３千円以下（推計）（ｂ） ９５ ．７％ ８９ ．９％ ５８ ．２％ ２３ ．７％

Ａ×ｂ＝（Ｂ） １０ ，４８５ ２１０ ，５１３ ４３ ，３４９ ３８ ，７０４

控除される法人の割合（Ｂ／Ｔ） ２． １％ ４３ ．１％ ８． ７％ ７． ９％ ６１ ．８％

２千万円以下（推計）（ｃ） ６３ ．８％ ６０ ．０％ ３８ ．８％ １５ ．８％

Ａ×ｃ＝（Ｃ） ６， ９９０ １４０ ，３４２ ２８ ，２３２ ２５ ，８０２

控除される法人の割合（Ｃ／Ｔ） １． ４％ ２８ ．７％ ５． ８％ ５． ３％ ４１ ．２％

［表１７１機械器具製造業（９８年度）

資　本金
２００万未満 ２００～５００万未満 ５００～１ ，０００万未満 １， ｏ００～５ ，０００万未満 全法人（Ｔ）

法人数（Ａ） ７５２ ３６ ，０４７ １３ ，１４５ ５３ ，０４９ １０９ ，０８０

付加価値額（百万円） １９ ，３３８ ９５０ ，２９１ ６１５ ，１３９ ７， ８８６ ，１３３

１企業当たり平均額（千円） ２５ ，７１５ ２６ ，３６３ ４６ ，７９６ １４８ ，６５８

３千円以下（推計）（ｂ） ５８ ．３％ ５６ ．９％ ３２ ．１％ １０ ．１％

Ａ×ｂ＝（Ｂ） ４３９ ２０ ，５１０ ４， ２１３ ５， ３５３

控除される法人の割合（Ｂ／Ｔ） Ｏ． ４％ １８ ．８％ ３． ９％ ４． ９％ ２８ ．０％

２千万円以下（推計）（ｃ） ３８ ．９％ ３７ ．９％ ２１ ．４％ ６． ７％

Ａ×ｃ：（Ｃ） ２９２ １３ ，６７４ ２， ８０９ ３， ５６９

控除される法人の割合（Ｃ／Ｔ） ０． ３％ １２ ．５％ ２． ６％ ３． ３％ １８ ．７％

　筆者は中小法人の過重負担緩和を重視するために基礎控除は３ ，０００万円に設定すべきだと考え

る。 この水準で現状の問題点を大きく改善できるからである 。これまで不況期に赤字法人割合は

６５％（９７年６４ ．５％）前後に達し，好況期でも５０％前後であ ったから ，非課税法人割合が４０％程度

であれば外形課税の目的は十分達成できる 。事業税の趣旨からすると全法人が何らかの負担をす

ることが望ましいが，これについては均等割を設けることとし，現行法人住民税の均等割は廃止

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６１８）



　地方分権と地方税拡充論（内山）

［表１８１その他の運輸 ・通信業（９８年度）

７１

資　本　金

２００万未満 ２００－５００万未満 ５００－１ ，ＯＯＯ万未満 １， ０００－５ ，ＯＯＯ万未満 全法人（Ｔ）

法人数（Ａ） １０７ ４， ８７３ ２， ０３６ １１ ，８１２ ２０ ，９５９

付加価値額（百万円） ３， ０６２ １４３ ，９５４ ７７ ，０９９ ２， １７８ ，４８３

１企業当たり平均額（千円） ２８ ，６１７ ２９ ，５４１ ３７ ，８６８ １８４ ，４３０

３千円以下（推計）（ｂ） ５２ ．４％ ５０ ．８％ ３９ ．６％ ８． １％

Ａ×ｂ＝（Ｂ） ５６ ２， ４７４ ８０６ ９６１

控除される法人の割合（Ｂ／Ｔ） Ｏ． ３％ １１ ．８％ ３． ８％ ４． ６％ ２０ ．５％

２千万円以下（推計）（ｃ） ３４ ．９％ ３３ ．９％ ２６ ．４％ ５． ４％

ＡＸｃ＝（Ｃ） ３７ １， ６５０ ５３８ ６４０

控除される法人の割合（Ｃ／Ｔ） Ｏ． ２％ ７． ９％ ２． ６％ ３． １％ １３ ．７％

［表１９１全産業（９１年度）

資　本金

２００万未満 ２００～５００万未満 ５００～１ ，Ｏ００万未満 １， ０００～５ ，０００万未満 全法人（Ｔ）

法人数（Ａ） ５５４ ，０４７ ６００ ，０４１ ４３５ ，９４７ ３７５ ，０１８ ２， ０２０ ，４５５

付加価値額（百万円） １２ ，７３２ ，５９７ ２２ ，０９７ ，０１９ ２２ ，１３５ ，５３１ ６４ ，０９１ ，１１７

１企業当たり平均額（千円） ２２ ，９８１ ３６ ，８２６ ５０ ，７７６ １７０ ，９０１

３千円以下（推計）（ｂ） ６５ ．３％ ４０ ．７％ ２９ ．５％ ８． ８％

ＡＸｂ＝（Ｂ） ３６１ ，６３３ ２４４ ，４１０ １２８ ，７８６ ３２ ，９１５

控除される法人の割合（Ｂ／Ｔ） １７ ．９％ １２ ．１％ ６． ４％ １． ６％ ３８ ．Ｏ％

２千万円以下（推計）（ｃ） ４３ ．５％ ２７ ．２％ １９ ．７％ ５． ９％

Ａ×ｃ＝（Ｃ） ２４１ ，０８８ １６２ ，９４０ ８５ ，８５７ ２１ ，９４４

控除される法人の割合（Ｃ／Ｔ） １１ ．９％ ８． １％ ４． ２％ １． １％ ２５ ．３％

［表２０１小売業（９１年度）

資　本　金

２００万未満 ２００～５００万未満 ５００～１ ，０００万未満 １， Ｏ００－５ ，０００万未満 全法人（Ｔ）

法人数（Ａ） １５５ ，８６５ １２８ ，！３３ ８７ ，８６０ ５０ ，Ｏ１７ ４２７ ，２５３

付加価値額（百万円） ２， ５２２ ，７１９ ３， ７４！ ，４２０ ３， ２８２ ，２２９ ７， ２７０ ，２５１

１企業当たり平均額（千円） １６ ，１８５ ２９ ，２００ ３７ ，３５７ １４５ ，３５６

３千円以下（推計）（ｂ） ９２ ．７％ ５１ ．４％ ４０ ．２％ １０ ．３％

Ａｘｂ＝（Ｂ） １４４ ，４５１ ６５ ，８２３ ３５ ，２７８ ５， １６２

控除される法人の割合（Ｂ／Ｔ） ３３ ．８％ １５ ．４％ ８． ３％ １． ２％ ５８ ．７％

２千万円以下（推計）（ｃ） ６１ ．８％ ３４ ．２％ ２６ ．８％ ６． ９％

Ａ×ｃ：（Ｃ） ９６ ，３００ ４３ ，８８２ ２３ ，５１９ ３， ４４１

控除される法人の割合（Ｃ／Ｔ） ２２ ．５％ １０ ．３％ ５． ５％ Ｏ． ８％ ３９ ．１％

を検討すべきであろう（表２３参照）。

　また，いずれの水準についても共通にいえるのは，外形課税及び基礎控除の設定において好況

期と不況期との間で非課税法人の比率が大きくは変わらないことである 。全産業平均で３～４％

程度，小売業２～３％，機械工業１～２％，運輸通信業で５～７％程度である 。このことは，好

不況期で税収の変動性がきわめて小さくなることを示している 。

　筆者は一定レベルの基礎控除によって，課税べ一スの変更に伴う中小法人の過重負担問題は基

本的に解決できると考えるが，これで外形べ一スの難点がすべて解消するわけではない。外形課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６１９）
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［表２１１機械器具製造業（９１年度）

資　本　金

２００万未満 ２００～５００万未満 ５００～１ ，０００万未満 １， ０００～５ ，Ｏ００万未満 全法人（Ｔ）

法人数（Ａ） ２３ ，４１７ ２８ ，９４９ ２１ ，０２０ １９ ，１８８ ９７ ，３５５

付加価値額（百万円） ７９０ ，８６０ １， ３３６ ，７０３ １， ４２６ ，３６６ ５， ２１２ ，１５１

１企業当たり平均額（千円） ３３ ，７７３ ４６ ，１７４ ６７ ，８５８ ２７１ ，６３６

３千円以下（推計）（ｂ） ４４ ．４％ ３２ ．５％ ２２ ．１％ ５． ５％

Ａ×ｂ＝（Ｂ） １０ ，４００ ９， ４０４ ４， ６４６ １， ０６０

控除される法人の割合（Ｂ／Ｔ） １０ ．７％ ９． ７％ ４． ８％ １． １％ ２６ ．２％

２千万円以下（推計）（ｃ） ２９ ．６％ ２１ ．７％ １４ ．７％ ３． ７％

Ａ×ｃ＝（Ｃ） ６， ９３４ ６， ２６９ ３， ０９８ ７０６

控除される法人の割合（Ｃ／Ｔ） ７． １％ ６． ４％ ３． ２％ ０． ７％ １７ ．５％

［表２２１ その他の運輸 ・通信業（９１年度）

資　本　金

２００万未満 ２００～５００万未満 ５００～１ ，０００万未満 １， ０００～５ ，０００万未満 全法人（Ｔ）

法人数（Ａ） ３， ４３８ ４， ３３４ ４， ３６７ ４， ５１３ １８ ，２５６

付加価値額（百万円） １０２ ，６５３ １６９ ，４４４ ２１２ ，５９０ １， ０１５ ，５１６

１企業当たり平均額（千円） ２９ ，８５８ ３９ ，０９６ ４８ ，６８１ ２２５ ，０２０

３千円以下（推計）（ｂ） ５０ ．２％ ３８ ．４％ ３０ ．８％ ６． ７％

ＡＸｂ＝（Ｂ） １， ７２７ １， ６６３ １， ３４６ ３０１

控除される法人の割合（Ｂ／Ｔ） ９． ５％ ９． １％ ７． ４％ １． ６％ ２７ ．６％

２千万円以下（推計）（ｃ） ３３ ．５％ ２５ ．６％ ２０ ．５％ ４． ４％

Ａ×ｃ＝（Ｃ） １， １５１ １， １０９ ８９７ ２０１

控除される法人の割合（Ｃ／Ｔ） ６． ３％ ６． １％ ４． ９％ １． １％ １８ ．４％

［表２３１ 資本金階級別欠損法人割合（１９９７年）

資本金階級 全法人数 利益計上法人数 欠損法人数 欠損法人割合

２００万未満 ２６ ，９８３ ６， ４８６ ２０ ，４９７ ７６ ．Ｏ％

２００～５００万未満 ９４８ ，６８２ ２５９ ，３２７ ６８９ ，３５５ ７２ ．７％

５００～１ ，０００万未満 ３０４ ，４０３ ９６ ，２６２ ２０８ ，１４１ ６８ ．４％

１， ０００～５ ，０００万未満 １， １０１ ，４４７ ４５６ ，４８６ ６４４ ，９６１ ５８ ．６％

５， ０００万～１億未満 ４８ ，１５４ ２８ ，８５３ １９ ，３０１ ４０ ．１％

１億円～１０億円未満 ２９ ，３４８ １６ ，０６５ １３ ，２８３ ４５ ．３％

１０億円以上 ６， ３３０ ３， ７０５ ２， ６２５ ４１ ．５％

合　　計 ２， ４６５ ，３４７ ８６７ ，１８４ １， ５９８ ，１６３ ６４ ．８％

（出所 ：国税庁企画課編『平成９年分税務統計から見た法人企業の実態』より作成）

税批判論の意義はそれらを指摘していることにある 。その１つは，課税べ一スに占める人件費割

合の高い産業，企業において負担増大が著しく ，雇用削減のインセンテイブが働くことである 。

具体的には中小法人，赤字法人，さらに重厚長大型産業（鉄鋼，機械など）がそれであり ，ここで

は基礎控除の導入だけでは不十分である 。したがって，これへの対処のためには給与総額の２分

の１を課税べ一スから除外することが検討されてよいであろう 。

　もう１つは，３ ，０００万円という水準が実際に可能かという問題である 。本稿は理論的考察を主

題とするとはいえ無視できない。軽減税率の採用や低い基礎控除では，外形べ一スの導入は中小

法人の収奪の機会に転化しかねない。そのようになれば筆者の本意では決してないが，政策論を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６２０）
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主張するものは，理論的首尾一貫性と現実政治との乖離という緊張関係の中に身を置かざるを得
　　　　　１５）
ないのである 。

ま　と　め

　１９９０年代の進行とともに，わが国で地方分権が政策課題となるのはグローバリゼーションの進

展と国民国家の変容を社会経済的基礎とする 。世界市場の拡大やいわゆる国際化は資本主義の本

性であるが，それはこれまで国民国家の枠組みを則提とするものであった。しかしクローハリセ

ーションと呼はれる８０年代以降のそれは，国によって差異はあれその枠組みに大きな変更を加え

つつあり ，その結果国民国家の変容，すなわち上下両方向への融解をもたらしている 。わが国を

含む先進諸国の分権化と地方政府の自立化，機能拡大への強い要請はこの文脈において理解され ，

その新しい役割は産業政策，福祉教育政策，白治体経営，行財政効率化について総括，整理され

た。

　地方政府が自立し，新しい任務を遂行できるためには地方税を中核とする分権的財源システム

が確立されねはならない。それは国と地方の税源再配分，つまり地方への基幹税源の移譲と現行

地方税の改編によって可能となる 。ここでは厳然として存在する経済力，財政力の格差を考慮し

て、 都市，農村各自治体の財源システムの原理が異なることに注意を払わねばならない 。

　所得税基礎税率部分（５％）の府県移譲と法人事業税への外形課税導入は，都道府県税の拡充

における焦眉の２大課題である 。筆者のシミュレーションによると所得税移譲で９都府県が普通

交付税の不交付団体化でき ，ここでの居住人口は６ ，１２２万人，総人口の４８ ．２％にあたる 。他の税

源移譲や地方税改編，そして財政効率化努力があれば，さらに６県の追加が可能である 。そうな

れば不交付団体は１５都府県，居住人口７ ，８５０万人，総人口の６１ ．９％まで拡大する
。

　法人事業税への外形課税導入の大きな難点は，これにともなって中小法人，赤字法人，労働集

約型産業において過重負担となることである 。これを克服する方策は基礎控除方式が最も望まし

く， その水準は所得型付加価値（事業活動価値）べ一スで３ ，ＯＯＯ万円が適切である 。筆者のシミュ

レーションではこの水準で業種間に違いがあるものの，全産業平均で好不況期に関わらず中小法

人を中心に全体の４０％程度（９８年度１０３万社）が非課税となる 。また労働集約型産業や雇用への影

響を緩和しようとすれば，人件費（給与総額）の課税べ一スヘの算入は２分の１程度とすること

を検討すべきである 。

　所得税の移譲と難点に配慮した外形課税の導入は，分権的府県財源システムの確立にとって大

きな前進となるであろう 。しかし市町村を含めた地方税システムの確立のためには，法人住民税 ，

固定資産税，地方消費税のあり方，法定外税の活用をどうするかについて解答を与えなければな

らない。次の課題にしたいと考える 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注

１）地方分権一括法の意義，評価については，次の文献，西尾勝『未完の分権改革』（１９９９）兼子仁

　『新地方自治法』（１９９９）がきわめて有益である 。一括法は自治体行政が白己決定，自己貢任を原則と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６２１）
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　　するシステムに，そして国と地方が「上下 ・主従関係」から対等協力の関係に向かう可能性をつくり

　　だしたという点で基本的に評価できる 。しかし一括法には自治事務について自己決定より国の省庁の

　　判断を優越させる規定がある 。佐藤竺教授など四名が呼びかけ人になってその見直しを求めた研究者

　　の声明（筆者もこれに賛同署名した）は，その問題点として次の４点を上げている 。¢自治事務に対

　　する各所管大臣の是正要求に自治体の改善義務が付されていること ，　自治体議会の議員定数につき

　　人口段階に応じた上限を設定していること ，　都道府県が国と並んで市町村に対する関与機関になっ

　　ていること ，＠一般ルールとは別に，自治大臣の是正措置要求，白治体行財政の調査なと地方自治法

　　独自の関与が定められていること 。詳しくは「分権型システム確立のために地方分権一括法案の見直

　　しを求める研究者の声明」（１９９９年５月）を参照
。

　２）わが国の基礎自治体である市町村はその数３ ，２２９（２０００年３月現在）におよぶ。ここには巨大都市

　　から人口２ ，０００人以下の村を含み，著しい規模の差異や多様性がある 。市町村税の改革問題について

　　は，市町村に固有の事情を考慮する必要があるので稿を改めて論ずる予定である
。

　３）グローバリゼーションの特質と国民国家の変容については，次の文献を参照した。Ｇｅｏｒｇｅ，Ｓｕｓ肌
，

　　ＴＨＥ　ＲＵＧＡＮＯ　ＲＥＰＯＲＴ－Ｏｎ　Ｐｒｅｓｅｒｖｍｇ　Ｃａｐ１ｔａ１１ｓｍ　ｍ　ｔｈｅ　Ｔｗｅｎｔｙ丘ｒｓｔ　Ｃｅｎｔｕｒｙ
’’

１９９９，毛利良

　　一監訳・幾島幸子訳『グローハル市場経済生き残り戦略』２０００Ｓｃｈｍｌｄｔ，Ｈｅ１ｍｕｔ ，Ｇ１ｏｂａ１１ｓ１ｅｒｍｇ

　　
Ｐｏ１１ｔｌｓｃｈｅ　ｏｋｏｎｏｍ１ｓｃｈｅｕｎｄｋｕ１ｔｕｒｅ１１ｅ Ｈｅｒａｕｓｆｏ１ｄｅｒｕｎｇｅｎ ，Ｄｅｕｔｓｃｈｅ Ｖｅ．１ａｇｓ－ Ａｎｓｔａ１ｔ，１９９８大島俊

　　三，城崎照彦訳『クローハリゼーションの時代』２０００Ｓｔｒａｎｇｅ，Ｓｕｓａｎ ，Ｔｈｅ　Ｒｅ血ｅａｔ　ｏｆ　Ｔｈｅ　Ｓｔａｔｅ
，

　　 １９９６，桜井公人訳『国家の退場』１９９８．Ｒｅｉｃｈ， Ｒｏｂｅｒｔ　Ｂ
．，

Ｔｈｅ　Ｗｏｒ
ｋ　ｏｆ　Ｎａｔｉｏｎｓ，１９９１．中谷巌訳

　　『ザ ・ワーク ・オブ ・ネーションズー２１世紀資本主義のイメージ』１９９１．田口富久治，鈴木一人『グ

　　 ロー バリゼーションと国民国家』１９９７

　４）　グローバリズムはグローバルスタンダードの下にアメリカンスタンダード強制するものであり ，日

　　本政府がそれに無批判的に追随していることがわが国経済の困難を倍加している 。このような評価は

　　とくに金子勝教授によっ て精力的に展開されている 。金子勝『反グロー バリズム』１９９９，同『日本再

　　生論』２０００，金子，神野直彦ほか「グローバリズムに対抗する戦略」『世界』誌２０００年６ ，７月号 ，

　　などを参照 。

　５）神野直彦，金子勝編著『地方に税源を』序章，１９９８，神野直彦『システム改革の政治経済学』第５

　　章，１９９８，を参照。また社会保障に対する中央，社会保障基金，地方政府の分担関係，その体系的改

　　革論は次の文献で展開されている 。両教授編著『「福祉政府」への提言』１９９９

　６）先進資本主義国における経済政策のあり方，重点がここで示したように根本的に変わるとの見解は

　　［Ｒｅｉｃｈ， １９９１１が展開したもので，そこから示唆を得ている 。

　７）　 ここでいう産業政策とは狭義のそれであり ，財政金融，貿易面などで優遇措置を講じて特定産業を

　　保護育成する政策をさす。インフラ整備は産業活動の基礎的条件であり ，全国的ないし広域的なその

　　整備は，今後とも中央政府の任務であることに変わりがない。わが国の重化学工業が臨海コンビナー

　　トに立地した際には，インフラ整備が個別の大企業や産業と一体的関係を有していた。しかし現在の

　　インフラ整備は全体として経済活動の一般的条件という本来の役割に回帰していると見てよい 。

　８）効率学派の代表的な文献として次のものがある 。経済戦略会議『日本経済再生への戦略』第２章

　　（地方主権の確立），日刊工業新聞特別取材班編『樋ロレポート』所収，１９９９．吉田和男『地方分権の

　　ための地方財政改革』１９９８．林宣嗣『地方分権の経済学』１９９５，同『地方財政』１９９９．井堀利宏「地

　　方分権と地方税」納税協会連合会『総合税制研究』６号，１９９８．連帯学派の代表的文献には以下のも

　　のがある 。神野　金子編著『地方に税源を』１９９８地方自治総合研究所編『地方分権の戦略』１９９６

　　重森暁『地方分権』１９９６．両学派及びその地方税論の特徴については拙稿「地方分権と税源移譲論」

　　静岡県立大学経営情報学部『経営と情報』第１２巻２号所収（２０００年４月），を参照 。

　９）効率学派の地方交付税改編についての考え方は，小渕首相（当時）の諮問機関である経済戦略会議

　　の最終報告「日本経済再生への戦略」おける次の点によく表れている 。「現行の地方税財政制度につ

　　いては，国からの地方交付税や補助金を通じた財政移転がモラル ・ハザードを生じさせ（ている 。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６２２）
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　　　 ・地方交付税は，離島，山問僻地などの特殊な場合を除き ，段階的に縮小（する）。」［日刊工業新

　聞社特別取材班編，１９９９１ｐ．２３２
．

１０）伊東弘文教授が展開した税源移譲論では，府県，市町村とも財政力指数０５以上の団体が不交付団体

　化することを想定し，府県で４割，市町村で３割の団体，そこでの居住人口は全人口の７０％になると

　見込んでいた。しかし税源配分が５０５０程度であれは，府県市町村とも財政力指数０５以上の団体が

　すべて不交付団体になるのは難しく ，また，地方への税源配分を強化すると税源の偏在を激化させる

　という弊害の方が大きいと思われる 。伊東弘文「財政分権の具体的設計の課題」，［地方自治総合研究

　所編，１９９６１第２章
。

１１）連帯学派による所得税移譲論は神野 ・金子両教授のほかに伊東弘文，重森暁各教授から提起されて

　いる 。それらについては［伊東弘文，！９９６Ｈ重森暁，１９９６１ ，その特徴と評価については［内山昭 ，

　２０００１ｐｐ．７－１０を参照
。

１２）東京都の大銀行外形課税の評価については，拙稿「東京都銀行外形課税導入と残された課題」『住

　民と自治』誌，４４５号，２０００年５月号参照
。

１３）支持論は神野直彦「法人事業税改革の論理」『税経通信』９８年９月号，「外形標準課税の導入への評

　価 ・課題」同上誌９９年８月号，林宣嗣『地方財政』１９９９。否定論は梅原英治「法人事業税の外形課税

　問題の研究（Ｉ）」『大阪経大論集』４９巻３号，１９９８，同（ｕ），同誌５０巻４号，１９９９，米原淳七郎

　「地方税における法人所得税」『税』１９９４年７月号。事業税廃止 ・消費税への代替論は田近栄治，油井

　雄二「法人事業税の改革」『税経通信』１９９７年１２月号，同「法人事業税の外形標準化」『税経通信』

　１９９９年３月号，田近栄治「法人事業税の外形標準化一「加算法付加価値税」はなぜ望ましくないか」

　９７－９８年度科研費研究成果報告書，１９９９，等を参昭 。

！４）　ミシガン州の単一事業税については以下の研究による 。小泉和重ｒアメリカにおける州付加価値税

　の可能性と限界一ミシガン州の単一事業税の経験一」地方財政学会編『税制改革の国際比較』１９９５年 。

　野村容康「ミシガン州単一事業税の安定性と応益性」日本財政学会第５５回大会報告論文，１９９８
．

１５）外形課税の賛否をめぐる論争の争点，論争のあり方については拙稿「法人事業税の外形課税批判論

　を考える」『住民と自治』誌，４４８号，２０００年８月号参照
。

（６２３）
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